
『
伊
勢
物
語
』
八
十
七
段
の
原
風
景

一

『
伊
勢
物
語
』
八
十
七
段
の
原
風
景
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布
引
の
滝
と
宮
滝
遊
覧
・
競
狩
記
と
の
関
連
か
ら 

│
花　
　

井　
　

滋　
　

春

（
受
付
：
二
〇
二
二
年
九
月
三
〇
日
、
受
理
：
二
〇
二
二
年
一
二
月
二
〇
日
）

要
旨:

『
伊
勢
物
語
』
八
十
七
段
に
お
け
る
布
引
の
滝
の
描
写
は
精
緻
を
極

め
る
が
故
に
、
現
場
で
の
取
材
が
必
要
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

て
き
た
。
そ
の
可
能
性
と
し
て
、
業
平
・
行
平
等
の
逍
遙
が
考
え
ら
れ
る
の

は
も
ち
ろ
ん
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
宇
多
上
皇
に
よ
る
布
引
の
滝
遊

覧
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
資
料
は
極
め
て
限

ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
れ
に
関
連
す
る
資
料
と
し
て
宮
滝
遊
覧
に
お
け
る

道
真
の
随
行
記
録
「
菅
家
御
記
」
が
あ
り
、
そ
こ
に
の
こ
さ
れ
た
宮
滝
描
写

の
記
録
や
、
随
行
し
た
者
た
ち
の
動
向
な
ど
を
分
析
す
る
時
、
そ
こ
に

八
十
七
段
を
形
成
し
て
い
く
接
点
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
は
、

絵
画
を
通
し
て
制
作
さ
れ
た
虚
構
の
物
語
と
い
う
方
向
性
を
い
っ
た
ん
排

し
、
残
さ
れ
た
史
料
の
断
片
か
ら
八
十
七
段
が
構
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う

可
能
性
に
つ
い
て
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
非
現
実
的
と
さ
れ
る
逍
遙

の
あ
り
方
の
論
拠
と
な
る
、
假
寧
令
の
検
討
と
京
都
・
須
磨
間
の
所
要
時
間

に
つ
い
て
も
言
及
し
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド
： 

伊
勢
物
語
八
十
七
段
（
八
七
段
、
87
段
）、
布
引
の
滝
（
瀧
）、

競
狩
記
、
宮
滝
（
瀧
）、
京
都
と
須
磨

は
　
じ
　
め
　
に

『
伊
勢
物
語
』
八
十
七
段
は
内
容
か
ら
四
つ
の
小
話
に
区
分
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
い
ま
便
宜
上
、
そ
れ
ぞ
れ
を
、
A
〜
D
部
に
分
け
て
示
す
こ
と
に

す
る
。

（
A
部
）む

か
し
、
男
、
津
の
国
、
菟
原
の
郡
、
蘆
屋
の
里
に
し
る
よ
し
し
て
、
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二

い
き
て
住
み
け
り
。

（
B
部
）

　

む
か
し
の
歌
に
、

　
　
　

蘆
の
屋
の
灘
の
塩
焼
い
と
ま
な
み

　
　
　
　
　

黄
楊
の
小
櫛
も
さ
ゝ
ず
来
に
け
り

と
よ
み
け
る
ぞ
、
こ
の
里
を
よ
み
け
る
。
こ
ゝ
を
な
む
蘆
屋
の
灘
と
は

い
ひ
け
る
。

（
A
部
続
き
）

　

こ
の
お
と
こ
な
ま
宮
仕
へ
し
け
れ
ば
、
そ
れ
を
便
り
に
て
、
衛
府
の

佐
ど
も
集
り
来
に
け
り
。
こ
の
男
の
こ
の
か
み
も
衛
府
督
な
り
け
り
。

そ
の
家
の
前
の
海
の
ほ
と
り
に
遊
び
あ
り
き
て
、「
い
ざ
、
こ
の
山
の

上
に
あ
り
と
い
ふ
布
引
の
滝
見
に
の
ぼ
ら
ん
」
と
い
ひ
て
、
の
ぼ
り
て

見
る
に
、
そ
の
滝
、
物
よ
り
こ
と
也
。
長
さ
二
十
丈
、
広
さ
五
丈
許
な

る
石
の
お
も
て
、
白
絹
に
岩
を
つ
ゝ
め
ら
ん
や
う
に
な
む
あ
り
け
る
。

さ
る
滝
の
上
に
、
わ
ら
う
だ
の
大
き
さ
し
て
、
さ
し
出
で
た
る
石
あ
り
。

そ
の
石
の
う
へ
に
走
り
か
ゝ
る
水
は
、
小
柑
子
、
栗
の
大
き
さ
に
て
こ

ぼ
れ
落
つ
。
そ
こ
な
る
人
に
み
な
滝
の
歌
よ
ま
す
。
か
の
衛
府
督
ま
づ

よ
む
。

　
　
　

わ
が
世
を
ば
け
ふ
か
あ
す
か
と
待
つ
か
ひ
の

　
　
　
　
　

涙
の
滝
と
い
づ
れ
高
け
ん

　

あ
る
じ
、
次
に
よ
む
。

　
　
　

ぬ
き
乱
る
人
こ
そ
あ
る
ら
し
白
玉
の

　
　
　
　
　

ま
な
く
も
散
る
か
袖
の
せ
ば
き
に

 

と
よ
め
り
け
れ
ば
、
か
た
へ
の
人
、
笑
ふ
こ
と
に
や
有
け
ん
、
こ
の
歌
に

め
で
て
や
み
に
け
り
。

（
C
部
）

　

帰
り
く
る
道
遠
く
て
、
亡
せ
に
し
宮
内
卿
も
ち
よ
し
が
家
の
前
来
る

に
、
日
暮
れ
ぬ
。
や
ど
り
の
方
を
見
や
れ
ば
、
海
人
の
漁
火
多
く
見
ゆ

る
に
、
か
の
あ
る
じ
の
男
よ
む
。

　
　
　

晴
る
ゝ
夜
の
星
か
河
辺
の
蛍
か
も

　
　
　
　
　

わ
が
住
む
か
た
の
海
人
の
た
く
火
か

と
よ
み
て
、
家
に
帰
り
来
ぬ
。

（
D
部
）

　

そ
の
夜
、
南
の
風
吹
き
て
、
浪
い
と
高
し
。
つ
と
め
て
、
そ
の
家
の

女
の
子
ど
も
出
で
て
、
浮
海
松
の
浪
に
よ
せ
ら
れ
た
る
拾
ひ
て
、
家
の

内
に
持
て
来
ぬ
。
女
が
た
よ
り
、
そ
の
海
松
を
高
坏
に
も
り
て
、
柏
を

お
ほ
ひ
て
出
し
た
る
、
柏
に
書
け
り
。

　
　
　

渡
つ
海
の
か
ざ
し
に
さ
す
と
い
は
ふ
藻
も

　
　
　
　
　

君
が
た
め
に
は
惜
し
ま
ざ
り
け
り

　

田
舎
人
の
歌
に
て
は
、
あ
ま
れ
り
や
、
足
ら
ず
や
。

（
新　

日
本
古
典
文
学
大
系
『
伊
勢
物
語
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
）

※
引
用
は
標
記
の
書
を
基
本
と
す
る
が
、
一
部
私
に
表
記
を
改
め
た
。
以
下
同
じ
。

A
〜
D
部
は
も
と
も
と
個
別
の
話
が
統
合
さ
れ
て
一
話
仕
立
て
と
な
っ
た

も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
単
に
時
系
列
で
連
結
さ
れ
た
に
過
ぎ
ず
、
各
話
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三

が
も
つ
語
り
の
ス
タ
イ
ル
と
で
も
言
お
う
か
、
個
性
は
均
質
化
さ
れ
る
こ
と

な
く
、
未
消
化
な
ま
ま
残
っ
て
い
る
印
象
を
受
け
る
。
た
と
え
ば
、
B
部
。

こ
れ
は
、
A
部
の
中
に
B
部
が
挿
入
さ
れ
た
結
果
、
歌
の
詠
ま
れ
た
事
情
説

明
の
中
に
、
も
う
一
つ
別
に
歌
の
説
明
が
入
っ
た
よ
う
な
、
入
れ
子
型
の
構

造
を
も
っ
て
い
る
。
本
来
、『
伊
勢
物
語
』
は
歌
の
由
来
を
語
る
も
の
で
あ
っ

て
、
こ
の
よ
う
に
物
語
外
の
歌
で
解
説
を
加
え
る
形
は
と
ら
な
い
。
こ
う
し

た
構
造
を
も
つ
の
は
初
段
と
八
十
七
段
し
か
な
い
。

ま
た
、
竹
岡
正
夫
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
A
B
部
に
は
語
り
の
基
本
で

あ
る
「
け
り
」
が
多
用
さ
れ
る
が
、
C
D
部
に
は
そ
れ
が
な
い
）
1

（
注

。
そ
し
て

C
部
に
登
場
す
る
「
う
せ
に
し
宮
内
卿
も
ち
よ
し
」
は
、
出
自
が
明
ら
か
で

な
い
唯
一
の
例
外
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
不
均
質
な
部
分
を
残
し
た
ま
ま
完
結
す
る
こ
と
を
ど
う
考
え

れ
ば
よ
い
の
か
。
た
と
え
ば
片
桐
洋
一
氏
は
、
B
部
の
挿
入
に
対
し
、
絵
と

と
も
に
鑑
賞
・
制
作
さ
れ
る
語
り
の
あ
り
方
が
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
）
2

（
注

と
い

い
、
渡
辺
実
氏
は
入
れ
子
型
の
構
造
が
生
ま
れ
る
要
因
を
、
物
語
を
管
理
す

る
作
者
側
の
事
情
が
反
映
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
と
す
る
。
確
か
に
そ
の
よ
う

に
考
え
る
と
本
段
の
よ
う
な
不
均
質
さ
を
残
す
理
由
も
納
得
さ
れ
る
の
で
あ

る
が
、
一
方
で
別
の
問
題
も
生
ま
れ
て
く
る
）
3

（
注

。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
こ
れ
ま

で
の
論
に
再
検
討
を
加
え
な
が
ら
、
個
々
の
話
が
も
つ
歴
史
的
背
景
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
本
段
が
成
立
し
て
い
く
過
程
に
見
通
し
を
つ
け

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
一
節
　
虚
構
と
假
寧
令

片
桐
洋
一
氏
は
『
伊
勢
物
語
全
読
解
）
4

（
注

』
に
お
い
て
、
絵
巻
独
特
の
「
異
時

同
図
」
と
い
う
手
法
│
│
た
と
え
ば
、
最
初
の
場
面
に
は
塩
焼
く
海
人
の
図

が
あ
り
、
つ
い
で
男
達
が
布
引
の
滝
に
登
ろ
う
と
す
る
絵
が
あ
っ
て
、
そ
の

左
側
に
は
滝
を
見
て
い
る
図
が
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
時
間
の
推
移
が
絵
巻

の
展
開
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
│
│
を
説
明
し
な
が
ら
、『
伊
勢
物
語
』
の

中
に
は
、「
当
初
か
ら
絵
が
あ
っ
た
、
と
言
う
よ
り
、
絵
と
共
に
制
作
さ
れ

た
と
考
え
る
方
が
よ
く
わ
か
る
章
段
が
か
な
り
多
く
見
ら
れ
る
」
と
し
て
、

本
段
を
そ
の
一
例
と
し
て
紹
介
し
、
更
に
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

　

さ
て
、
こ
の
段
で
は
、
津
の
国
の
菟
原
郡
芦
屋
の
里
に
別
荘
を
持
つ

主
人
公
の
も
と
に
、
衛
府
の
佐
た
ち
が
大
挙
し
て
出
か
け
、
兄
の
衛
府

督
ま
で
来
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と

が
現
実
に
あ
り
得
る
と
は
思
え
な
い
。

　
「
假
寧
令
」
に
は
、「
凡
、
假
ヲ
請
ハ
ム
コ
ト
ハ
、
五
衛
府
ノ
五
位
以

上
ニ
ハ
三
日
給
ヘ
」
と
あ
っ
て
衛
府
の
次
官
た
ち
が
、
一
般
の
京
官
に

許
さ
れ
て
い
る
月
十
日
の
假
（
休
暇
）
の
半
分
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
近
畿
内
で
あ
っ
て
も
、
皇
宮
衛
護
の
責
任
者

た
ち
が
、
相
語
ら
っ
て
休
暇
を
と
り
、「
津
の
国
、
菟
原
の
郡
、
芦
屋

の
里
」
に
大
挙
し
て
出
か
け
、
風
流
三
昧
に
時
を
過
ご
す
こ
と
が
出
来

た
か
ど
う
か
、
現
代
人
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
れ
が
不
可
能
で
あ
る

こ
と
は
、
当
時
の
享
受
者
の
誰
も
が
十
分
に
承
知
し
て
い
た
は
ず
で
あ
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る
。
つ
ま
り
、
こ
の
物
語
が
実
録
で
は
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
都
の
わ

ず
ら
わ
し
さ
か
ら
離
れ
、
海
山
に
心
を
遊
ば
せ
る
逍
遥
遊
の
理
想
を
描

い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
誰
も
が
知
っ
て
い
た
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
書

か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

氏
が
こ
の
話
を
現
実
に
は
あ
り
え
な
い
話
と
考
え
る
根
拠
の
一
つ
が
右
の

假
寧
令
で
あ
る
。
わ
ず
か
三
日
の
休
暇
で
、
蘆
屋
ま
で
衛
府
の
役
人
が
大
挙

し
て
押
し
か
け
る
こ
と
、
そ
れ
自
体
が
不
可
能
だ
か
ら
こ
れ
は
虚
構
で
、
そ

こ
に
〈
絵
の
存
在
〉、
あ
る
い
は
〈
絵
と
と
も
に
制
作
さ
れ
る
場
〉
が
存
在

す
る
余
地
が
あ
る
と
す
る
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
）
5

（
注

。

先
ず
は
假
寧
令
の
検
討
か
ら
始
め
よ
う
。
氏
が
引
用
し
て
い
る「
假
寧
令
」

は〔
請
假
条
11
条
〕で
あ
る
。
同
条
は
休
暇
を
申
請
す
る
際
の
諸
規
定
で
あ
っ

て
、
休
暇
そ
の
も
の
の
定
め
で
は
な
い
。
従
っ
て
そ
の
前
に
、
假
の
支
給
形

態
そ
の
も
の
を
規
定
す
る
〔
給
休
假
条
1
条
〕
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。

凡
在
京
諸
司
。
毎
二
六
日
一
。
並
給
二
休
假
一
日
一
。
中
務
。
宮
内
。
供

奉
諸
司
。
及
五
衛
府
。
別
給
二
假
五
日
一
。
不
レ
依
二
百
官
之
例
一
。
五
月

八
月
給
二
田
假
一
。
分
為
二
両
番
一
。
各
十
五
日
。
其
風
土
異
レ
宜
。
種
収

不
レ
等
。
通
随
レ
便
給
。
外
官
不
レ
在
二
此
限
一
。

（
日
本
思
想
史
大
系
『
律
令
』
岩
波
書
店　

一
九
七
六
。
四
三
〇
頁
）

右
、
1
条
の
冒
頭
「
凡
在
京
諸
司
。
毎
二
六
日
一
。
並
給
二
休
假
一
日
一
」
は

六
假
と
呼
ば
れ
る
規
定
で
、
在
京
諸
司
の
官
人
に
は
六
日
ご
と
に
一
日
の
休

暇
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
次
の
「
中
務
。
宮

内
。
供
奉
諸
司
。
及
五
衛
府
。
別
給
二
假
五
日
一
」
は
天
皇
に
供
奉
す
る
官

人
に
対
す
る
規
定
で
、
休
暇
の
形
態
が
、
一
ヶ
月
に
ま
と
め
て
五
日
を
支
給

す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
気
を
つ
け
た
い
こ
と
は
当
段
に
登
場
す
る
「
ゑ

う
の
佐
ど
も
」
に
与
え
ら
れ
た
休
暇
の
形
態
が
、
連
続
し
て
与
え
ら
れ
る
タ

イ
プ
の
休
暇
だ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
た
、
在
京
諸
司
に
与
え
ら
れ
た

六
假
が
申
請
を
必
要
と
し
な
い
常
假
で
あ
る
の
対
し
て
、
五
衛
府
等
に
与
え

ら
れ
た
連
続
五
休
の
別
假
に
は
申
請
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
、

〔
請
假
条
11
条
〕
の
規
定
が
関
わ
る
こ
と
に
な
る
。

凡
請
レ
假
。
五
衛
府
五
位
以
上
。
給
二
三
日
一
。
京
官
三
位
以
上
。
給

二
五
日
一
。
五
位
以
上
。
給
二
十
日
一
。
以
外
。
及
欲
レ
出
二
畿
外
一
奏
聞
。

其
非
レ
応
レ
奏
。
及
六
位
以
下
。
皆
本
司
判
給
。
応
二
須
奏
一
者
。
並
官

申
聞
。 

（
同
『
律
令
』
四
三
二
頁
）

こ
の
11
条
は
假
の
申
請
に
関
す
る
規
定
で
、「
五
衛
府
五
位
以
上
」
に
は

三
日
、「
京
官
三
位
以
上
」
に
は
五
日
、「
五
位
以
上
」
に
は
十
日
を
、
各
々

が
所
属
す
る
「
本
司
」
の
直
判
で
与
え
、
三
日
・
五
日
・
十
日
と
い
う
限
度

を
超
え
て
申
請
さ
れ
た
場
合
は
文
官
な
ら
ば
式
部
省
、
武
官
な
ら
ば
兵
部
省

を
通
し
て
太
政
官
に
申
請
し
、
そ
こ
か
ら
奏
聞
す
る
と
い
う
、
手
続
き
上
の

規
定
で
あ
る
。「
五
衛
府
五
位
以
上
」
と
は
、
衛
門
・
左
右
衛
士
府
の
長
官
・

次
官
、
左
右
兵
衛
府
の
長
官
で
、
本
段
で
い
え
ば
責
任
あ
る
立
場
の
「
衛
府

の
佐
」
と
「
衛
府
督
」
の
二
人
だ
け
が
該
当
す
る
。
そ
れ
以
外
は
「
其
非
レ

応
レ
奏
。
及
六
位
以
下
。
皆
本
司
判
給
」
に
該
当
す
る
の
で
、
所
属
す
る
官

司
の
判
断
に
よ
り
許
可
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
行
平
・
業
平
は
三

日
の
制
限
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
超
え
る
な
ら
ば
奏
聞
の
必
要
が
あ
る
が
、
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五

そ
れ
以
外
の
者
た
ち
は
本
司
の
判
断
で
五
日
の
休
暇
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な

り
、
そ
れ
ほ
ど
現
実
離
れ
し
た
状
況
と
考
え
る
必
要
は
な
い
。
他
に
、
田
假

（
播
殖
・
収
穫
期
に
各
々
十
五
日
間
）
の
利
用
も
考
え
ら
れ
る
し
、
後
述
す

る
よ
う
に
宇
多
上
皇
に
随
伴
し
た
道
真
（
權
大
納
言
）
や
昇
（
参
議
）
が

十
一
日
間
に
亙
っ
て
欠
勤
し
て
い
る
事
例
な
ど
も
見
ら
れ
る
。

更
に
、
11
条
の
「
及
欲
レ
出
二
畿
外
一
。
奏
聞
。」
は
、
畿
外
に
出
る
場
合

の
規
定
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
、『
律
令
』
の
校
注
者
は
『
類
聚
国
史
』

の
事
例
を
あ
げ
て
、
当
時
、
本
11
条
が
遵
守
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
。

拠
二
假
寧
令
一
、五
位
已
上
欲
レ
出
二
畿
外
一
奏
聞
、
然
則
自
レ
非
レ
経
レ
奏
、

不
レ
可
レ
出
レ
外
。
如
レ
聞
、
或
就
二
私
事
一
恣
赴
二
畿
外
一
、
量
二
彼
景
迹
一
、

良
乖
二
憲
法
一
。
従
レ
今
而
後
、
非
レ
賷
二
印
書
一
、
不
レ
得
二
輙
出
一
、
若

有
二
違
犯
一
、
録
レ
名
奏
申
、
或
国
吏
阿
容
不
レ
申
、
共
科
二
違
勅
罪
一

 

（
同
『
律
令
』
六
七
七
頁
）

遵
守
に
関
し
て
、
違
反
あ
っ
た
場
合
は
名
を
記
録
し
て
奏
申
す
る
こ
と
と

し
、
も
し
、「
阿
容
」
あ
っ
て
奏
申
を
怠
っ
た
場
合
は
共
犯
と
す
る
と
い
う

厳
し
い
罰
則
を
設
け
た
の
も
、
遵
守
さ
れ
な
い
実
態
に
即
し
て
の
こ
と
と
思

わ
れ
る
。
ま
た
、
虎
尾
達
哉
氏
は
「
律
令
制
下
の
現
実
の
朝
儀
に
お
い
て
は

不
参
が
想
像
以
上
に
横
行
し
て
い
て
い
た
」
旨
指
摘
さ
れ
て
い
る
し
、
高
橋

和
夫
氏
に
も
畿
内
外
を
往
還
す
る
違
反
者
に
つ
い
て
の
指
摘
が
見
ら
れ
る
）
6

（
注

。

そ
う
し
た
こ
と
の
実
態
を
反
映
し
て
の
表
現
が
本
段
の
「
な
ま
宮
仕
え
」
と

い
う
評
語
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
節
　
京
都
・
蘆
屋
間
の
所
要
時
間

蘆
屋
の
里
の
逍
遙
譚
が
現
実
離
れ
し
て
い
る
と
考
え
る
論
拠
の
一
つ
が
假

寧
令
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
非
現
実
的
と
す
る
も
う
一
つ
の
論
拠
が
京

都
・
蘆
屋
間
の
距
離
で
あ
ろ
う
。
一
体
、
平
安
時
代
、
京
都
・
蘆
屋
間
は
ど

れ
く
ら
い
の
時
間
で
移
動
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
『
土
佐
日
記
』

を
み
る
と
、
大
阪
湾
の
河
尻
か
ら
帰
京
す
る
ま
で
に
ち
ょ
う
ど
十
日
か
か
っ

て
い
る
。『
栄
花
物
語
』
の
後
三
条
院
・
天
王
寺
詣
で
は
、
都
か
ら
住
吉
ま

で
往
復
と
も
に
三
日
ず
つ
か
け
て
い
る
。
ま
た
、
彰
子
の
住
吉
・
石
清
水
詣

が
八
日
を
か
け
る
な
ど
、
京
都
・
住
吉
間
の
遊
覧
で
は
あ
る
も
の
の
随
分
の

日
数
を
か
け
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
大
人
数
か
つ
大
型

船
で
の
航
行
で
あ
ろ
う
か
ら
、時
間
が
か
か
る
の
は
当
然
で
は
あ
る
。
で
は
、

少
人
数
か
つ
、
小
舟
で
は
ど
れ
く
ら
い
の
時
間
を
要
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

舟
は
小
さ
く
切
っ
先
が
細
く
、
軽
い
ほ
ど
ス
ピ
ー
ド
が
で
る
と
い
う
）
7

（
注

。

よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』（
須
磨
）
に
は
光
源
氏
が
須
磨
に

下
向
す
る
く
だ
り
が
あ
る
。
謫
居
先
は
行
平
中
納
言
が
「
藻
塩
た
れ
つ
つ
わ

び
け
る
家
ゐ
」
付
近
な
の
で
京
都
・
須
磨
間
の
行
程
資
料
と
し
て
は
参
考
に

な
る
。
そ
こ
で
、『
源
氏
物
語
』
を
使
っ
て
京
都
・
蘆
屋
の
行
程
を
検
討
し

て
み
よ
う
。

い
ま
、
行
程
に
必
要
な
箇
所
を
須
磨
の
巻
か
ら
ひ
ろ
い
出
し
て
み
る
と
、

以
下
の
よ
う
に
な
る
。

（1）　

三
月
二
十
日
あ
ま
り
の
ほ
ど
に
な
む
、
都
離
れ
た
ま
ひ
け
る
。
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（2）　
 

た
だ
い
と
近
う
仕
う
ま
つ
り
馴
れ
た
る
か
ぎ
り
、
七
八
人
ば
か
り　
　
　

御
供
に
て
、
い
と
か
す
か
に
出
で
立
ち
た
ま
ふ
。

（3）　

 
そ
の
日
は
、
女
君
に
御
物
語
の
ど
か
に
聞
こ
え
暮
ら
し
た
ま
ひ
て
、

例
の
夜
深
く
出
で
た
ま
ふ
。（
中
略
）「
月
出
に
け
り
な
。
な
ほ
少
し

出
で
て
見
だ
に
送
り
た
ま
へ
か
し
。（
中
略
）」
と
て
、
御
簾
捲
き
上

げ
て
、
端
に
い
ざ
な
ひ
き
こ
え
た
ま
へ
ば
、
女
君
泣
き
沈
み
た
ま
へ

る
、
た
め
ら
ひ
て
ゐ
ざ
り
出
で
た
ま
へ
る
、
月
影
に
、
い
み
じ
う
を

か
し
げ
に
て
ゐ
た
ま
へ
り
。

（4）　

 

い
と
見
捨
て
が
た
け
れ
ど
、
明
け
は
て
な
ば
は
し
た
な
か
る
べ
き
に

よ
り
、
急
ぎ
出
で
た
ま
ひ
ぬ
。

（5）　

 

御
舟
に
乗
り
た
ま
ひ
ぬ
。
日
長
き
こ
ろ
な
れ
ば
、追
風
さ
へ
そ
ひ
て
、

ま
だ
申
の
刻
ば
か
り
に
、
か
の
浦
に
着
き
た
ま
ひ
ぬ
。

（6）　

 

お
は
す
べ
き
所
は
、
行
平
中
納
言
の
、
藻
塩
た
れ
つ
つ
わ
び
け
る
家

ゐ
近
き
わ
た
り
な
り
け
り
。

 

（
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』「
須
磨
」
小
学
館　

一
九
七
二
）

右
は
抄
出
で
あ
る
が
、
実
際
に
本
文
を
見
る
限
り
、
二
条
院
を
出
立
し
て

か
ら
須
磨
到
着
ま
で
は
一
日
の
行
程
の
よ
う
に
よ
め
る
。
し
か
し
、
玉
上
琢

哉
氏
は
こ
こ
に
次
の
よ
う
な
挿
話
を
載
せ
て
い
る
。

お
そ
ら
く
淀
川
は
川
舟
で
下
る
。
そ
し
て
大
阪
湾
を
舟
で
須
磨
に
向
か

う
。（
中
略
）京
を
早
朝
に
出
は
し
て
も
、い
か
に
追
い
風
が
吹
い
て
も
、

そ
の
日
の
午
後
三
時
に
須
磨
に
着
く
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
京
か
ら
難

波
（
大
阪
）
ま
で
が
、
当
時
は
一
日
の
行
程
だ
か
ら
、「
御
船
に
乗
り

た
ま
ひ
ぬ
」
は
、
京
出
発
の
翌
日
で
、
午
前
八
時
ご
ろ
大
阪
を
舟
出
す

れ
ば
、
須
磨
に
は
午
後
三
時
ご
ろ
に
着
く
で
あ
ろ
う
、
と
言
う
。
海
上

十
二
里
、四
十
八
キ
ロ
、追
い
風
な
ら
一
里
四
キ
ロ
を
三
十
五
分
か
か
っ

た
と
し
て
、
こ
う
い
う
計
算
に
な
る
と
言
う
（
山
岸
博
士
説
）。

 

（
玉
上
琢
哉
『
源
氏
物
語
評
釈
』
角
川
書
店　

一
九
六
五
。
七
二
頁
）

物
語
で
は
都
を
離
れ
た
日
を
「
三
月
二
十
日
あ
ま
り
の
ほ
ど
」
と
朧
化
し

て
い
る
が
、
通
説
の
「
源
高
明
左
遷
」
の
準
拠
に
従
う
な
ら
ば
、
こ
の
日
は

安
和
二
〔
九
六
九
〕
年
三
月
二
十
六
日
に
あ
た
る
）
8

（
注

。
国
立
天
文
台
の
「
暦
計

算
室
」
を
利
用
し
て
当
日
（
ユ
リ
ウ
ス
暦
九
六
九
年
四
月
十
五
日
）
の
天
象

を
調
べ
る
と
、「
月
の
出
、
二
時
三
十
七
分　

夜
明
け
、
四
時
四
十
五
分　

日
の
出
、
五
時
十
八
分
」
と
な
る
）
9

（
注

。『
源
氏
物
語
』
で
は
、
光
源
氏
が
下
向

の
前
日
に
藤
壺
を
訪
れ
て
い
る
が
、そ
こ
に
は
「
暁
か
け
て
月
出
づ
る
こ
ろ
」

（
須
磨
）
と
い
う
表
現
も
見
ら
れ
、
紫
式
部
が
天
象
に
関
し
て
正
確
な
知
識

の
も
と
に
叙
述
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
）
10

（
注

。

さ
て
、
二
人
の
別
れ
の
場
面
で
あ
る
が
、
光
源
氏
は
月
の
出
を
ま
っ
て
紫

の
上
を
御
簾
の
外
に
誘
い
、
歌
を
唱
和
し
た
後
、「
明
け
は
て
な
ば
は
し
た

な
か
る
べ
き
」
に
よ
っ
て
、
急
ぎ
出
立
す
る
。
月
の
出
は
二
時
三
十
七
分
、

歌
を
唱
和
し
て
出
発
し
た
の
が
三
時
頃
と
す
る
と
、
東
の
空
が
白
み
は
じ
め

る
の
が
四
時
四
十
五
分
、
す
っ
か
り
明
け
き
っ
て
太
陽
が
顔
を
出
す
の
が
五

時
十
八
分
で
あ
る
。
こ
の
度
の
下
向
は
特
に
人
目
を
避
け
る
も
の
で
あ
ろ
う

か
ら
、
お
そ
ら
く
は
乗
舟
後
に
明
け
果
て
る
の
が
理
想
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、

こ
こ
か
ら
は
で
き
る
限
り
当
時
の
状
況
に
即
し
な
が
ら
、
現
代
の
利
器
も
用
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い
て
都
か
ら
須
磨
ま
で
の
所
用
時
間
を
考
え
て
み
よ
う
。
そ
の
際
、
考
慮
に

入
れ
る
定
点
は
以
下
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
な
お
、
定
点
ポ
イ
ン
ト
の
考
証

に
つ
い
て
は
煩
瑣
を
避
け
て
末
尾
に
【
補
注
】
と
し
て
掲
載
し
た
。

A　

 

二
条
院
（
陽
成
院
：
現
・
二
条
通
と
油
小
路
通
の
交
点
を
比
定
。
京

都
市
中
京
区
油
小
路
通
二
条
上
る
薬
屋
町
六
〇
五
│
二
で
入
力
）

B　

 

川
舟
の
乗
り
場
（
B1

楓
渡
、
B2

佐
比
渡
、
B3

賀
茂
の
河
尻
、
B4

橋
本

の
津
な
ど
が
候
補
と
な
る
）

　
　

 

B1　

 

楓
渡
：
現
・
桂
離
宮
付
近
を
比
定
。
京
都
市
西
京
区
桂
御
園
で

入
力
。

　
　
B2　

 

佐
比
渡
：
現
・
久
我
橋
付
近
。
京
都
市
伏
見
区
久
我
石
原
町

一
│
一
二
七
で
入
力
。

　
　
B3　

 

賀
茂
の
河
尻
：
現
・
羽
束
師
橋
付
近
。
京
都
市
伏
見
区
羽
束
師

鴨
川
町
羽
束
師
橋
で
入
力
。

　
　
B4　

 

橋
本
の
津
：
現
・
離
宮
八
幡
付
近
。
京
都
府
乙
訓
郡
大
山
崎
町

大
山
崎
西
谷
二
一
│
一
で
入
力

C　

 

河
尻
（
神
崎
川
河
口
あ
る
い
は
淀
川
〔
現
大
川
〕
河
口
が
想
定
さ
れ

る
が
、
神
崎
川
河
口
・
現
尼
崎
市
大
物
町
付
近
を
比
定
。
大
阪
市
西

淀
川
区
佃
六
│
二
で
入
力
）

D　

 

須
磨
謫
居
の
地
（「
行
平
中
納
言
に
近
き
と
こ
ろ
」
と
り
あ
え
ず
、現
・

阿
保
親
王
塚
古
墳
を
仮
定
す
る
。
兵
庫
県
芦
屋
市
翠
ケ
丘
町
一
一
で

入
力
）

グ
ー
グ
ル
マ
ッ
プ
を
使
っ
て
、光
源
氏
が
出
立
し
た
で
あ
ろ
う
二
条
院（
陽

成
院
）
と
こ
れ
ら
の
渡
と
の
距
離
と
時
間
を
計
測
し
て
み
る
と
以
下
の
よ
う

に
な
る
。

〔
グ
ー
グ
ル
マ
ッ
プ
に
よ
る
距
離
と
徒
歩
の
所
要
時
間
、
直
線
距
離
〕

A
〜
B1　

陽
成
院
〜
楓
渡
（
現
・
桂
離
宮
）　
〔6.6 km

〕

　
　
　
　

徒
歩
一
時
間
二
十
四
分　

直
線
距
離
〔5.09 km

〕

A
〜
B2　

陽
成
院
〜
佐
比
渡
（
現
・
久
我
橋
）　
〔8.9 km

〕

　
　
　
　

徒
歩
一
時
間
五
十
三
分　

直
線
距
離
〔7.74 km

〕

A
〜
B3　

陽
成
院
〜
賀
茂
河
尻
（
現
・
羽
束
師
橋
）　
〔10.6 km

〕

　
　
　
　

徒
歩
二
時
間
十
三
分　

直
線
距
離
〔9.42 km

〕

A
〜
B4　

陽
成
院
〜
橋
本
津
（
現
・
離
宮
八
幡
）　
〔17.5 km

〕

　
　
　
　

徒
歩
三
時
間
三
十
九
分　

直
線
距
離
〔15.12 km

〕

先
述
し
た
よ
う
に
、
光
源
氏
が
二
条
院
を
出
立
し
て
か
ら
、
東
の
空
が
白

み
は
じ
め
る
ま
で
は
一
時
間
四
十
五
分
で
あ
る
。
右
の
資
料
と
つ
き
合
わ
せ

る
と
、
徒
歩
の
場
合
も
っ
と
も
妥
当
な
乗
舟
地
点
は
楓
渡
、
ぎ
り
ぎ
り
の
と

こ
ろ
で
佐
比
渡
付
近
と
な
ろ
う
か
。
た
だ
、
光
源
氏
は
側
近
の
も
の
七
〜
八

人
と
出
か
け
て
い
る
の
で
、
馬
を
使
用
し
た
と
す
れ
ば
賀
茂
河
尻
や
橋
本
津

で
あ
っ
て
も
あ
な
が
ち
無
理
な
数
字
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
こ

で
は
B
地
点
は
楓
渡
（
現
・
桂
離
宮
）
を
代
表
地
点
と
し
て
、
話
を
進
め
る

こ
と
に
す
る
。

で
は
、
そ
の
後
の
川
下
り
と
海
路
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
と
り
あ
え
ず
桂

離
宮
か
ら
蘆
屋
（
現
・
阿
保
親
王
塚
古
墳
）
ま
で
の
距
離
を
グ
ー
グ
ル
マ
ッ
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八

プ
で
測
定
し
て
み
る
と
、
陸
路
に
よ
る
徒
歩
の
距
離
は
〔52.7 km

〕、
所
要

時
間
は
十
一
時
間
二
分
に
な
る
。
桂
離
宮
を
五
時
に
出
発
し
て
、
徒
歩
で
も

か
の
地
に
は
「
申
の
刻
」
に
到
着
す
る
。
机
上
の
数
値
で
は
あ
る
に
し
て
も
、

一
日
の
行
程
と
し
て
、
到
着
に
不
可
能
な
数
値
と
ま
で
は
い
え
な
い
で
あ
ろ

う
。さ

て
、
川
下
り
で
あ
る
が
桂
川
・
宇
治
川
・
木
津
川
が
合
流
し
て
淀
川
を

下
る
と
こ
ろ
ま
で
は
問
題
な
い
が
、そ
の
あ
と
、河
口
か
ら
海
路
を
ゆ
く
ル
ー

ト
に
つ
い
て
は
確
定
が
難
し
い
。
た
だ
、
距
離
的
に
は
淀
川
か
ら
神
崎
川
に

入
っ
て
そ
の
河
口
か
ら
須
磨
に
向
か
う
の
が
も
っ
と
も
合
理
的
で
あ
る
。
知

ら
れ
る
よ
う
に
延
暦
四
〔
七
八
五
〕
年
に
淀
川
と
三
国
川
（
神
崎
川
）
を
結

ぶ
開
削
工
事
が
す
す
め
ら
れ
、
そ
れ
以
降
、
瀬
戸
内
海
を
利
用
す
る
西
国
の

舟
は
神
崎
川
を
経
由
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
延
暦
四
年
一
月
十
四
日
）
庚
戌
遣
レ
使
堀
二
摂
津
國
神
下
。
梓
江
。
鰺

生
野
一
。
通
二
于
三
國
川
一
。

 

（
新
訂
増
補
国
史
大
系
『
續
日
本
紀
』
吉
川
弘
文
館　

一
九
七
六
）

右
の
鰺
生
野
は
現
・
大
阪
市
東
淀
川
区
江
口
付
近
）
11

（
注

で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
別

府
（
大
阪
府
摂
津
市
）
を
経
由
し
て
安
威
川
（
三
国
川
・
神
崎
川
と
も
呼
ぶ
）

と
繋
い
だ
流
路
が
当
時
の
開
削
道
で
あ
り
、
現
在
の
淀
川
と
神
崎
川
を
繋
ぐ

流
路
は
明
治
十
一
〔
一
八
七
八
〕
年
に
つ
け
か
え
ら
れ
た
も
の
と
い
う
）
12

（
注

。

さ
て
、
江
口
付
近
で
淀
川
は
分
岐
し
て
神
崎
川
に
流
入
す
る
こ
と
に
な
る

が
、
そ
の
後
、
吹
田
、
加
島
、
神
崎
等
の
津
を
経
由
し
て
大
阪
湾
に
い
た
る

河
尻
は
現
・
尼
崎
市
大
物
町
付
近
に
比
定
さ
れ
て
い
る
）
13

（
注

。『
小
右
記
』
や
『
左

経
記
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
河
尻
付
近
で
海
用
船
と
川
船
と
の

乗
り
換
え
が
行
わ
れ
た
と
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
寛
弘
二
〔
一
〇
〇
五
〕
年
五
月
）
廿
三
日
庚
午　

大
貳
内
房
類
船
、

去
二
河
尻
一
不
レ
幾
、多
以
漂
損
、人
多
溺
死
云
々
、是
雜
色
長
清
光
説
也
、

午
終
剋
許
暴
雨
大
雷
、
就
レ
中
三
箇
度
極
猛
、
不
レ
幾
雷
雨
共
止
、

 

（
増
補
史
料
大
成
『
小
右
記
』
臨
川
書
店
一
九
六
五
）

（
長
元
七
〔
一
〇
三
四
〕
年
八
月
）
十
二
日
己
巳　

天
晴
、
人
々
云
、
大

風
夜
洪
水
、
淀
、
山
埼
、
河
尻
、
長
洲
邊
人
畜
屋
財
多
以
損
死
、
叉
諸

國
之
船
同
流
云
々
、（
増
補
史
料
大
成
『
左
経
記
』
臨
川
書
店

一
九
六
五
）

さ
て
、
グ
ー
グ
ル
マ
ッ
プ
で
桂
離
宮
か
ら
河
尻
（
神
崎
川
河
口
）
ま
で
の

川
下
り
と
河
尻
か
ら
須
磨
ま
で
の
海
路
の
距
離
と
時
間
に
つ
い
て
計
測
し
て

み
よ
う
。
計
測
地
点
は
先
述
の
B1

桂
離
宮
（
京
都
市
西
京
区
桂
御
園
）〜
C

河
尻
（
大
阪
市
西
淀
川
区
佃
六
丁
目
二　

中
島
大
橋
）〜
D
須
磨
（
兵
庫
県

芦
屋
市
翠
ケ
丘
町
一
一
）
地
点
で
あ
る
。

ま
ず
、
B1

〜
C
で
あ
る
。
現
行
の
桂
川
か
ら
淀
川
、
そ
し
て
江
口
経
由
で

神
崎
川
に
入
っ
て
、
河
尻
ま
で
を
、
川
沿
い
に
計
測
し
て
い
く
と
、
桂
離
宮

か
ら
神
崎
川
の
河
尻
ま
で
が
〔49.82 km

〕
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
海
舟
に
乗

り
換
え
て
直
線
的
に
進
む
│
│
当
時
の
海
岸
線
は
も
っ
と
陸
地
側
に
入
り
込

ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
か
ら
│
│
と
し
て
距
離
は
〔11.44 km

〕、
合
計

〔60.72 km
〕
で
須
磨
に
到
着
す
る
こ
と
に
な
る
。

淀
川
の
流
速
に
つ
い
て
は
、
弓
場
茂
和
・
岩
本
演
崇
両
氏
が
次
の
三
カ
所



『
伊
勢
物
語
』
八
十
七
段
の
原
風
景

九

で
観
測
（2

）
14

（
注

014.01&
08

）
し
て
お
り
、
参
考
に
な
る
。

（あ）　
 

天
竜
寺
付
近
の
桂
川
の
流
速
〔3

〜4 m
/ｓ

〕（
平
均
値
〔12.6 km

/h

〕）

（い）　

 
八
幡
付
近
（
木
津
川
・
宇
治
川
・
桂
川
の
合
流
付
近
）
の
流
速
〔2 m

/s
（7.2 km

/h

）〕

（う）　

 

枚
方
付
近（
枚
方
大
橋
付
近
）の
流
速〔1~

1.5 m
/s

〕（
平
均
値〔4.5 km

/h

〕）

右
の
観
測
地
点
の
流
速
及
び
、
観
測
地
点
間
の
距
離
が
算
出
さ
れ
た
と
こ

ろ
で
、
艪
を
漕
ぐ
舟
の
速
さ
を
確
認
す
る
。「
和
船
船
大
工
弟
子
入
り
日
記
）
15

（
注

」

に
は
「
人
が
歩
く
く
ら
い
の
速
さ
」、「
2
ノ
ッ
ト
弱
か
」
と
あ
る
の
で
、
1

ノ
ッ
ト
は
〔1.852 km

/h

〕な
の
で
、
舟
速
を
約
〔3.7 km

/h

〕〕と
し
て
、
以

下
計
算
し
て
み
よ
う
（
小
数
点
第
二
位
以
下
四
捨
五
入
）。

（え）　

桂
離
宮
〜
八
幡
付
近
ま
で

　
　

距
離

÷｛（
流
速
（あ）
＋
流
速
（い）
）÷2

＋
舟
速
｝＝
所
要
時
間

　
　
（14.7 km

）（12.6 km
/h

）　
（7.2 km

/h

）　　
　
（3.7 km

/h
）　

（65 分

）

（お）　

八
幡
〜
枚
方
付
近
ま
で

　
　

距
離

÷｛（
流
速
（い）
＋
流
速
（う）
）÷2

＋
舟
速
｝＝
所
要
時
間

　
　
（8.7 km

） （7.2 km
/h

）　
（4.5 km

/h

）　　
　
（3.7 km

/h

）　

（55 分

）

（か）　

枚
方
〜
神
崎
川
分
岐
点
ま
で

　
　

距
離

÷（
流
速
（う）
＋
舟
速
）＝
所
要
時
間

　
　
（9.6 km

）  （4.5 km
/h

）　
（3.7 km

/h

）　
（70 分

）

（き）　

分
岐
点
（
一
津
屋
河
畔
）〜
河
尻
ま
で

　
　

距
離

÷（
流
速
（う）
＋
舟
速
）＝
所
要
時
間

　
　
（16.3 km

）（4.5 km
/h

）　（3.7 km
/h

）　
（119 分

）

＊ 

神
崎
川
の
流
速
に
関
す
る
資
料
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、（
う
）

の
流
速
を
代
用
し
た
が
、
実
際
は
も
っ
と
速
い
と
思
わ
れ
る
。

＊
（え）
〜
（き）
ま
で
の
合
計
時
間
は
五
時
間
九
分
と
な
る
。

右
の
よ
う
に
、
桂
離
宮
〜
神
崎
川
河
口
ま
で
の
所
要
時
間
は
お
よ
そ
五
時

間
と
な
る
。
朝
五
時
に
乗
舟
し
た
と
し
て
、
十
時
過
ぎ
に
は
、
河
尻
に
着
き
、

そ
こ
で
海
用
舟
に
乗
り
換
え
須
磨
に
向
か
う
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
国
土
交
通
省
で
出
し
て
い
る
「
大
阪
湾
環
境
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）
16

（
注

」
に

は
、
次
の
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

大
阪
湾
で
は
、
上
げ
潮
時
に
は
紀
淡
海
峡
か
ら
紀
伊
水
道
の
海
水
が
流

入
し
、
湾
内
に
流
入
し
た
海
水
は
主
と
し
て
湾
西
部
の
水
深
30
m
以

深
の
海
域
を
北
上
し
、
明
石
海
峡
を
通
過
し
て
播
磨
灘
に
流
出
す
る
。

一
方
、下
げ
潮
時
に
は
上
げ
潮
時
と
ほ
ぼ
逆
の
向
き
の
流
れ
と
な
っ
て
、

大
阪
湾
の
海
水
は
紀
伊
水
道
に
流
出
し
て
い
る
。
流
速
は
、
明
石
海
峡

で
最
も
速
く
、
上
げ
潮
・
下
げ
潮
と
も
最
大
で
4
ノ
ッ
ト
（
毎
秒
約

2
m
）
以
上
と
な
る
。

上
げ
潮
は
干
潮
か
ら
満
潮
に
向
か
う
時
、
逆
に
下
げ
潮
は
満
潮
か
ら
干
潮
に

向
か
う
時
で
、
右
の
よ
う
な
海
深
部
の
中
心
的
な
潮
流
の
動
き
に
伴
っ
て
、

湾
内
各
所
で
も
様
々
な
方
向
の
潮
流
が
生
ず
る
。
平
成
五
年
、
十
七
年
に
作

成
さ
れ
た
潮
流
図
を
見
る
と
、神
崎
河
口
方
向
か
ら
須
磨
方
向
へ
の
流
路
は
、

上
げ
潮
時
で
尼
崎
方
向
か
ら
明
石
方
向
へ
〔0.3

〜0.5

ノ
ッ
ト
〕、
下
げ
潮

時
で
逆
に
明
石
方
向
か
ら
尼
崎
方
向
へ
の
潮
の
流
れ
〔0.2

〜0.4

ノ
ッ
ト
〕

が
観
測
さ
れ
る
。
潮
の
満
ち
引
き
は
太
陽
と
月
と
地
球
の
位
置
関
係
に
影
響
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〇

さ
れ
る
の
で
、
正
確
な
年
月
日
の
指
定
が
必
要
に
な
る
。
こ
れ
ま
で
、
高
明

左
遷
の
日
を
デ
ー
タ
と
し
て
使
用
し
て
き
た
の
で
、
こ
こ
も
そ
れ
に
準
ず
る

こ
と
に
す
る
。（
ユ
リ
ウ
ス
暦　

九
六
九
年
四
月
十
五
日
）

「
海
上
保
安
庁
）
17

（
注

」
の
デ
ー
タ
を
参
観
す
る
と
、
安
和
二
〔
九
六
九
〕
年
三

月
二
十
六
日
の
神
崎
川
河
口
（
尼
崎
）
に
お
け
る
満
潮
は
四
時
と
十
六
時
、

干
潮
は
十
一
時
と
二
十
三
時
で
あ
る
。
光
源
氏
が
河
尻
に
到
着
し
た
の
が
午

前
十
時
頃
と
し
て
、
干
潮
と
な
る
十
一
時
に
出
発
す
る
と
河
尻
か
ら
須
磨
方

向
へ
の
潮
流
に
乗
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
が
〔0.3

〜0.5

ノ
ッ
ト
〕、
平
均

値
を
と
っ
て
〔0.4

ノ
ッ
ト
〕
を
艪
漕
ぎ
の
速
さ
に
足
す
と
、〔4.4 km

/h

〕。

河
尻
〜
須
磨
間
の
距
離
〔11.4 km

〕を
右
の
〔4.4 km

/h

〕で
割
る
と
、
二
時

間
三
十
六
分
と
な
る
。
十
一
時
に
河
尻
を
出
て
も
、
須
磨
に
は
午
後
一
時

三
十
六
分
頃
に
は
到
着
す
る
こ
と
に
な
る
。『
源
氏
物
語
』
本
文
に
は
「
追

風
さ
へ
そ
ひ
て
」
と
あ
る
の
で
、
さ
ら
に
舟
足
は
速
ま
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、

比
較
的
余
裕
を
も
っ
て
到
着
で
き
る
行
程
と
な
る
で
は
な
か
ろ
う
か
）
18

（
注

。

復
路
に
つ
い
て
は
、
河
尻
か
ら
桂
離
宮
ま
で
遡
る
の
で
正
確
な
資
料
を
持

ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
た
だ
、
宇
多
上
皇
の
宮
滝
・
住
吉
遊
覧
の
記
録
を
み

る
と
、
十
月
三
十
日
に
住
吉
に
詣
で
、
翌
閏
十
月
一
日
の
夕
刻
に
は
楓
渡
に

着
い
て
い
る
。

（
昌
泰
元
〔
八
九
八
〕
年
十
月
）
卅
日
。
月
盡
也
。
管
絃
相
随
。
雖
レ
無

二
下
レ
磴
飛
レ
帆
之
儲
一
。
頗
得
二
乘
レ
潮
駕
レ
浪
之
趣
一
。
叉
各
獻
二
和
歌
一
。

云
々
。
着
二
於
江
北
一
。
下
レ
船
騎
レ
馬
。
詣
二
住
吉
社
一
。
和
歌
云
々
。

閏
十
一
月
一
日
。午
刻
始
向
二
京
都
一
。申
時
到
二
楓
河
西
善
朝
臣
小
家
一
。

暫
待
二
昏
景
一
。
両
三
刻
後
。
歸

－二

幸
朱
雀
院
一
。
＊「
閏
十
一
月
」は「
閏

十
月
」
の
誤
。『
大
日
本
史
料
』『
日
本
紀
略
』
に
従
う
。

（
新
訂
増
補
国
史
大
系
『
扶
桑
略
記
』
吉
川
弘
文
館
一
九
六
五
）

右
、
道
真
の
記
録
は
後
述
す
る
よ
う
に
極
め
て
詳
細
か
つ
正
確
で
あ
る
。
た

と
え
ば
申
の
刻
に
到
着
し
て
「
昏
景
」
を
待
っ
て
「
両
三
刻
」
の
後
に
帰
院

と
あ
る
が
、
そ
の
日
の
日
没
は
十
六
時
四
十
九
分
、
日
暮
は
十
七
時
二
十
四

分
で
あ
る
か
ら
「
両
三
刻
」
は
極
め
て
正
確
な
記
述
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

で
は
、「
午
の
刻
始
」
に
住
吉
を
出
て
、「
申
の
刻
」
に
楓
渡
に
到
着
と
い
う

の
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
住
吉
社
か
ら
桂
離
宮
ま
で
川
を
遡
っ
て
五
時
間
と

い
う
の
は
い
さ
さ
か
考
え
が
た
い
。
流
速
は
河
の
中
央
付
近
が
最
も
速
く
、

川
岸
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
緩
や
か
に
な
り
、
一
部
流
域
で
は
循
環
流
つ
ま
り

河
を
遡
る
流
れ
が
あ
り
、
特
に
ワ
ン
ド
（
河
道
内
に
存
在
す
る
止
水
域
）
内

で
は
〔2 m

/s

〕（〔7.2 km
/h

〕）も
の
循
環
流
（
逆
流
）
が
生
ず
る
例
な
ど
も

報
告
さ
れ
て
お
り
）
19

（
注

、
単
純
に
本
流
に
逆
ら
っ
て
遡
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
さ

そ
う
で
は
あ
る
。
た
だ
、
こ
こ
は
前
日
つ
ま
り
卅
日
の
う
ち
に
橋
本
や
賀
茂

の
河
尻
あ
た
り
ま
で
来
て
い
て
、
翌
閏
十
月
一
日
の
午
の
刻
か
ら
さ
ら
に
遡

上
し
た
と
考
え
て
お
き
た
い
。
あ
る
い
は
、
住
吉
社
か
ら
楓
渡
ま
で
は
、
直

線
で
約
〔46 km

〕
で
あ
る
か
ら
、
馬
で
の
移
動
で
あ
れ
ば
五
時
間
と
い
う

時
間
も
可
能
か
も
知
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
一
日
半
あ
れ
ば
、
須
磨
か
ら

都
ま
で
戻
る
こ
と
は
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、『
伊
勢
物
語
』
八
十
七
段
に

展
開
さ
れ
る
世
界
と
い
う
も
の
も
、
言
わ
れ
る
ほ
ど
に
現
実
離
れ
し
た
光
景

で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
（
休
日
五
日
と
し
て
、
二
日
半
が
移
動
の



『
伊
勢
物
語
』
八
十
七
段
の
原
風
景

一
一

日
と
な
る
）。

　

以
上
検
討
し
て
き
た
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
は
当
時
の
川
筋
や

道
筋
が
復
元
で
き
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
現
行
の
地
形
に

一
部
歴
史
的
知
見
を
加
え
た
う
え
で
の
シ
ュ
ミ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。

あ
く
ま
で
も
、
一
つ
の
参
照
材
料
と
し
て
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

第
三
節
　
　
布
引
の
滝
と
宮
滝
遊
覧  

竹
岡
正
夫
氏
は
八
十
七
段
の
後
半
に
「
け
り
」
が
使
わ
れ
な
い
の
は
、
漢

文
訓
読
調
が
表
に
で
た
せ
い
か
も
し
れ
な
い
と
し
つ
つ
、「
宮
瀧
御
幸
記
略
」

と
『
後
撰
集
正
義
』（
宮
滝
遊
覧
の
記
事
）
を
引
用
し
て
同
段
の
叙
述
と
「
漢

文
の
一
節
」と
が「
書
き
方
も
内
容
も
よ
く
似
て
い
る
）
20

（
注

」旨
指
摘
す
る
。
氏
は
、

類
似
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
て
い
る
が
、
よ
り
踏
み
込
ん
で
両
者
の
関
わ
り

を
考
察
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、

八
十
七
段
に
展
開
さ
れ
る
布
引
の
滝
の
描
写
は
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
宮
滝
の

描
写
に
類
似
的
で
は
あ
る
。
た
だ
、
同
一
人
が
書
い
た
と
い
う
ほ
ど
の
共
通

点
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
宮
滝
に
し
て
も
布
引
に
し
て
も
、
ど
ち
ら
も

宇
多
上
皇
が
側
近
を
連
れ
て
遊
覧
し
て
お
り
、
そ
の
足
跡
は
『
古
今
和
歌
集
』

に
遺
さ
れ
て
い
る
。
宮
滝
を
描
出
し
た
の
は
菅
原
道
真
で
あ
る
が
、
布
引
の

滝
で
も
同
じ
よ
う
な
人
物
が
記
録
し
、
そ
う
し
た
資
料
を
『
伊
勢
物
語
』
が

取
り
込
ん
だ
と
い
う
可
能
に
つ
い
て
、
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
ま
ず
は

竹
岡
氏
が
類
似
す
る
と
し
て
引
用
し
た
宮
滝
遊
覧
の
記
事
を
掲
げ
て
お
こ
う
。

（
昌
泰
元
〔
八
九
八
〕
年
十
月
）
廿
五
日
。
遂
至
二
宮
瀧
一
。
愛
賞
徘
徊
。

不
レ
知
二
景
傾
一
。
其
瀧
之
爲
レ
體
也
。
廣
袤
廿
三
町
、
勢
非
二
峻
嶮
一
、

其
硠
磕
急
流
之
色
如
レ
崩
二
積
雪
一
。
有
レ
勅
曰
。
勝
地
不
レ
可
二
空
過
一
。

以
レ
觀
二
宮
瀧
一
爲
レ
題
。
各
獻
二
和
歌
一
云
々
。
鷹
飼
紀
貞
連
。
清
貧
之

尤
甚
者
也
。
平
生
多
レ
食
之
處
。
置
腹
而
飽
滿
。
當
二
其
無
一レ
食
。
連
日

不
レ
飡
。
近
日
食
無
二
宿
設
一
。
故
群
臣
朝
食
。
各
期
二
滿
腹
一
。
夕
餔
之

不
レ
定
也
。
便
號
曰
二
貞
連
喫
一
。
路
次
向
二
龍
門
寺
一
。
礼
レ
佛
捨
レ
綿
。

松
蘿
永
石
如
レ
出
二
塵
外
一
。
昇
朝
臣
。
友
于
朝
臣
。
兩
人
執
レ
手
。
向
二

古
仙
舊
庵
一
。
不
レ
覺
落
淚
。
殆
不
レ
言
レ
歸
。
上
皇
安

－二

坐
佛
門
一
。
痛

感
二
飛
泉
一
。
勅
令
レ
獻
レ
歌
。
云
々
。
是
日
。
山
水
多
レ
興
。
人
馬
漸
疲
。

素
性
法
師
問
曰
。
菅
原
朝
臣
。
昇
朝
臣
等
。
三
騎
衘
レ
尾
而
行
。
素
性

法
師
問
曰
。
此
夕
可
レ
到
二
宿
於
何
處
一
。
菅
原
朝
臣
應
レ
聲
誦
曰
。
不
レ

定
前
途
何
處
宿
。
白
雲
紅
樹
旅
人
家
。
山
中
幽
𨗉
無
レ
人
二
連
句
一
。
菅

原
朝
臣
高
聲
呼
曰
。
長
谷
雄
何
處
在
。
長
谷
雄
何
處
在
。
再
三
不
レ
止
。

蓋
求
二
其
友
一
也
。
入
レ
夜
執
レ
炬
。
到
二
野
別
當
伴
宗
行
宅
一
。

 

（
新
訂
増
補
国
史
大
系
『
扶
桑
略
記
』
吉
川
弘
文
館　

一
九
六
五
）

廿
五
日
宮
瀧
に
つ
き
て
あ
そ
ぶ
。
た
ち
や
す
ら
ふ
に
、
日
の
く
る
ゝ
事

を
も
し
ら
ず
。
其
瀧
の
あ
り
さ
ま
は
、
め
ぐ
り
三
四
町
ば
か
り
、
た
か

く
さ
か
し
か
ら
ね
ど
、
お
と
は
い
と
た
か
く
、
は
や
く
な
が
れ
た
る
、

い
は
に
つ
も
れ
る
雪
の
、
く
づ
れ
か
ゝ
る
が
ご
と
し
。
水
の
中
の
所
々

に
大
な
る
石
あ
り
。
あ
ひ
さ
る
事
と
ほ
き
は
一
丈
あ
ま
り
、
ち
か
き
は



東
北
福
祉
大
学
研
究
紀
要
　
第
四
十
七
巻

一
二

七
八
尺
。
此
わ
た
り
の
人
々
木
を
き
り
と
り
て
、
石
の
あ
ひ
だ
に
わ
た

し
て
橋
と
し
て
、
す
ゞ
み
わ
た
り
て
瀧
を
み
け
り
。
あ
や
ふ
き
事
き
は

ま
れ
り
。
さ
ら
に
い
ふ
べ
く
も
あ
ら
ず
。
水
の
か
た
は
ら
に
、
ひ
と
つ

の
草
の
庵
あ
り
。
い
ほ
り
の
中
に
ひ
と
り
の
女
あ
り
。
八
九
十
ば
か
り

也
。
馬
な
ど
の
あ
る
を
み
て
、
お
ど
ろ
き
い
で
ゝ
あ
や
し
み
み
る
。
さ

ぶ
ら
ひ
の
人
々
、
女
に
問
云
、
こ
ゝ
に
す
む
事
い
く
と
せ
。
水
の
そ
こ

い
く
ら
ば
か
り
な
る
。
女
答
云
、
こ
ゝ
に
す
み
て
よ
り
以
來
、
六
七
十

年
よ
り
さ
き
に
は
、
水
の
そ
こ
、
み
そ
ひ
ろ
ば
か
り
也
。
今
は
わ
づ
か

に
と
ひ
ろ
あ
ま
り
、
五
ひ
ろ
六
ひ
ろ
ば
か
り
也
と
申
き
。

（
日
本
歌
学
大
系
・
別
五『
後
撰
集
正
義
』風
間
書
房　

一
九
八
一
。
三
七
九
頁
）

昌
泰
元
〔
八
九
八
〕
年
十
月
廿
日
よ
り
閏
十
月
一
日
ま
で
、
宇
多
上
皇
は

川
嶋
之
原
・
片
野
を
猟
遊
し
、
そ
の
後
、
宮
滝
、
住
吉
社
に
詣
で
て
帰
洛
し

て
い
る
。
そ
の
十
一
日
間
の
行
程
を
記
録
し
た
の
が
紀
長
谷
雄
と
菅
原
道
真

で
あ
る
が
、
長
谷
雄
の
記
録
は
廿
・
廿
一
日
の
両
日
の
み
で
、
残
り
の
廿
二

日
か
ら
閏
十
月
一
日
ま
で
は
菅
原
道
真
が
記
録
し
て
い
る
。
当
初
は
長
谷
雄

が
全
行
程
を
記
録
す
る
予
定
だ
っ
た
よ
う
だ
が
、
川
嶋
之
原
の
猟
遊
で
馬
の

踏
損
に
遇
っ
て
同
道
を
断
念
、
帰
洛
し
て
い
る
。
長
谷
雄
の
記
録
は
「
競
狩

記
」、
後
を
継
い
だ
道
真
の
記
録
は
「
片
野
御
幸
記
略
」「
宮
瀧
御
幸
記
略
」

等
の
名
で
遺
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
全
文
で
は
な
い
。
日
本
古
典
文
学
大

系
『
管
家
文
章　

管
家
後
集
』（
岩
波
書
店　

一
九
六
六
・
六
二
六
〜
六
三
三

頁
）
が
「
参
考
附
載
」
と
し
て
こ
れ
ら
の
文
書
を
掲
載
し
て
い
る
他
、『
扶

桑
略
記
』
や
『
後
撰
集
正
義
』『
河
海
抄
』
等
々
に
も
佚
文
は
遺
さ
れ
活
字

化
さ
れ
て
い
る
）
21

（
注

。

こ
の
二
つ
の
史
料
だ
け
で
は
わ
か
り
に
く
い
が
、「
競
狩
記
」
の
ほ
う
は
、

延
喜
一
七
〔
九
一
七
〕
年
に
大
江
朝
綱
に
よ
っ
て
書
写
さ
れ
た
奥
書
を
も
つ

『
紀
家
集
』
に
ほ
と
ん
ど
原
典
に
近
い
か
た
ち
で
遺
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、

道
真
の
記
録
（
以
後
「
菅
家
御
記
」
と
呼
ぶ
）
の
方
は
残
念
な
が
ら
佚
文
が

諸
処
に
散
見
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。「
菅
家
御
記
」
が
「
競
狩
記
」
に
劣
ら

ず
詳
細
を
究
め
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
こ
れ
を
抄
録
し
た
『
扶
桑
略
記
』
が

「
已
上
。
右
大
将
菅
原
朝
臣
記
レ
之
。
依
レ
多
畧
レ
之
）
22

（
注

。」
と
、
厖
大
す
ぎ
て
省

略
し
た
旨
を
断
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
知
ら
れ
る
（「
正
義
」
に
も
同
様

の
表
現
が
あ
る
）。

ま
た
、『
後
撰
集
正
義
』（
一
二
三
八
番
歌
注
）
の
冒
頭
に
は

菅
家
御
記
云
、
昌
泰
元
〔
八
九
八
〕
年
十
月
廿
日
、
太
上
天
皇
、
た
か

狩
せ
さ
せ
給
ふ
。
其
夜
あ
め
の
宮
に
お
は
し
ま
す
。
つ
ぶ
さ
な
る
事
は
、

式
部
大
輔
長
谷
雄
朝
臣
注
せ
り
。
盃
た
び
た
び
く
だ
り
て
後
、
夜
中
に

な
ら
む
と
す
る
程
に
、
上
皇
、
右
大
將
菅
原
朝
臣
に
仰
ら
れ
て
云
、
博

士
の
家
は
、
い
ま
だ
か
な
ら
ず
し
も
、
う
づ
ら
・
雉
の
ゑ
も
の
に
た
の

し
ば
ず
。
あ
け
む
あ
し
た
に
、片
野
に
お
は
し
ま
さ
む
と
お
ぼ
し
め
す
。

御
と
も
に
ま
ゐ
ら
む
事
如
何
。
菅
原
朝
臣
御
供
に
候
べ
き
事
を
奏
す
。

 

（
同
『
後
撰
集
正
義
』
三
七
八
頁
）

と
あ
っ
て
、上
皇
が
道
真
に
片
野
行
き
を
打
診
し
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
そ
れ
は
「
競
狩
記
」
に
も
『
扶
桑
略
記
』
に
も
見
ら
れ
な
い
。
そ
も

そ
も
、「
菅
家
御
記
」
を
同
じ
よ
う
に
写
し
た
は
ず
の
『
扶
桑
略
記
』
と
『
後



『
伊
勢
物
語
』
八
十
七
段
の
原
風
景

一
三

撰
集
正
義
』
で
も
、
内
容
が
大
き
く
違
う
。
た
と
え
ば
宮
滝
の
情
景
描
写
に

し
て
も
、
略
記
は
僅
か
三
十
八
字
だ
が
、
正
義
は
三
百
四
十
一
字
も
費
や
し

て
い
る
。
そ
れ
に
続
く
鷹
飼
・
紀
貞
連
の
話
や
、
久
米
仙
人
の
庵
を
尋
ね
た

話
な
ど
は
、略
記
に
は
あ
っ
て
も
正
義
に
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、『
袋
草
紙
』

（「
置
白
紙
作
法
）
23

（
注

」）
に
引
用
さ
れ
る
記
事
に
し
て
も
、『
袋
草
紙
』
の
百
五
十

字
余
に
対
し
て
、
略
記
は
わ
ず
か
六
十
余
字
の
記
述
し
か
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、「
競
狩
記
」『
扶
桑
略
記
』『
後
撰
集
正
義
』
の
三
書
を
中

心
に
種
々
の
佚
文
を
読
み
合
わ
せ
て
み
る
と
、
長
谷
雄
や
道
真
が
書
い
た
で

あ
ろ
う
原
典
が
い
か
に
厖
大
且
つ
詳
細
で
あ
っ
た
か
が
予
感
さ
れ
の
で
あ
る

が
、
で
は
な
ぜ
、
彼
ら
は
か
く
も
詳
細
を
究
め
る
叙
述
を
遺
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
。

川
尻
秋
生
氏
は
「
競
狩
記
」
の
冒
頭
に
着
目
し
て
、
宇
多
上
皇
が
随
行
記

を
書
か
せ
、
後
世
に
遺
そ
う
と
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
多
く
の
騒
擾
を
伴

う
遊
猟
│
│
具
体
的
に
は
評
判
芳
し
か
ら
ぬ
陽
成
上
皇
の
遊
猟
を
念
頭
に
、

人
馬
に
よ
る
荒
田
の
憂
い
が
な
い
こ
の
度
の
遊
猟
は
他
と
区
別
す
べ
き
だ
と

す
る
│
│
そ
の
冒
頭
部
の
宣
言
こ
そ
が
証
左
で
あ
る
と
い
う
）
24

（
注

。氏
は
他
に『
日

本
紀
略
』（
延
喜
十
一
〔
九
一
一
〕
年
六
月
十
五
日
条
）
の
「
太
上
法
皇
於
二

亭
子
院
一
賜
二
酒
於
侍
臣
一
。
令
二
中
納
言
紀
朝
臣
記
一
レ
事
」
に
も
言
及
し
、

上
皇
が
自
身
の
文
化
的
な
行
い
の
記
録
に
熱
心
だ
っ
た
点
を
強
調
し
て
い

る
。
確
か
に
、
宮
滝
遊
覧
に
於
い
て
も
、
宮
滝
、
龍
門
寺
、
住
吉
社
等
々
、

興
あ
る
ご
と
に
和
歌
や
漢
詩
の
詠
進
を
求
め
て
い
る
し
、
旅
の
途
次
、
和
歌

に
興
を
添
え
よ
う
と
素
性
法
師
を
召
喚
し
て
も
い
る
。
お
そ
ら
く
長
谷
雄
と

道
真
を
供
奉
さ
せ
た
の
も
同
様
の
意
向
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
だ

し
、
こ
の
川
嶋
之
原
の
競
狩
と
宮
滝
遊
覧
に
は
、
宇
多
上
皇
の
個
人
的
な
趣

向
と
と
も
に
、
そ
こ
に
政
治
的
野
心
を
指
摘
す
る
論
考
は
、
氏
の
論
を
は
じ

め
と
し
て
多
い
）
25

（
注

。

氏
は
こ
の
競
狩
に
同
行
し
た
者
達
の
多
く
が
宇
多
帝
の
蔵
人
と
そ
の
近
親

で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
、「
宇
多
自
身
が
近
臣
と
の
関
係
を
深
め
る
だ
け

で
は
な
く
、
息
子
の
近
臣
と
な
る
べ
き
者
と
の
絆
を
深
め
、
影
響
力
を
残
そ

う
」
と
し
た
点
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
醍
醐
帝
の
蔵
人
、
俊
蔭
・
忠
房
を
参

加
さ
せ
た
り
、
道
真
と
景
行
、
藤
原
滋
実
と
朝
実
と
い
う
親
子
型
の
参
加
に

も
配
慮
が
見
ら
れ
る
と
い
う
）
26

（
注

。

宇
多
は
光
孝
天
皇
崩
御
の
前
日
、
源
氏
姓
か
ら
親
王
に
復
し
、
翌
日
に
立

太
子
し
、
崩
御
と
と
も
に
踐
祚
し
た
。
二
十
一
歳
の
宇
多
天
皇
が
即
位
直
後

に
受
け
た
洗
礼
が
阿
衡
の
紛
議
で
あ
っ
た
。
基
経
が
主
導
す
る
藤
氏
の
圧
倒

的
な
力
の
前
で
、
専
従
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
宇
多
天
皇
は
辛
抱
強
く
力
を
つ

け
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
四
年
後
、
政
界
の
頂
点
に
君
臨
し
た
基
経
が
薨
去

す
る
と
、
政
権
は
左
大
臣
・
源
融
へ
と
移
行
す
る
。
基
経
の
後
継
者
で
あ
る

時
平
は
こ
の
時
二
十
一
歳
の
非
参
議
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
好
機
と
捉
え
た
宇

多
天
皇
は
親
政
を
進
め
よ
う
と
す
る
。

宇
多
帝
は
即
位
後
二
世
源
氏
、
三
世
源
氏
等
で
側
近
を
固
め
た
よ
う
で
、

蔵
人
所
の
人
選
な
ど
に
そ
れ
が
反
映
し
て
い
る
。
即
位
し
た
仁
和
三
年
八
月

は
、
基
経
男
・
時
平
が
蔵
人
頭
を
務
め
て
い
る
が
、
翌
年
十
一
月
に
初
め
て

五
位
蔵
人
に
源
湛
（
融
男
）
や
藤
原
敏
行
を
置
き
、
そ
の
後
徐
々
に
力
を
え
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て
き
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
寛
平
三
年
の
蔵
人
所
の
陣
容
は
蔵
人
頭
・
源
湛
、

菅
原
道
真
、
五
位
蔵
人
・
在
原
友
于
〔
行
平
男
〕、
源
希
〔
弘
男
・
信
弟
〕、

六
位
蔵
人
・
源
実
〔
舒
男
・
善
弟
〕
と
、
源
氏
三
人
に
道
真
や
行
平
男
を
迎

え
、
更
に
翌
四
年
に
は
五
位
蔵
人
に
融
男
・
昇
も
加
え
て
、
側
近
を
充
実
さ

せ
て
い
る
。

今
回
の
競
狩
に
は
醍
醐
天
皇
の
蔵
人
十
人
中
六
人
が
参
加
し
、
更
に
後
々

蔵
人
に
登
用
さ
れ
た
人
物
も
多
く
、
ま
た
、
こ
の
年
の
除
目
に
お
け
る
人
事

は
宇
多
上
皇
へ
の
報
告
と
了
解
を
待
っ
て
か
ら
大
間
書
を
下
す
な
ど
、
上
皇

の
意
向
が
醍
醐
帝
の
治
世
に
強
く
反
映
し
て
い
る
と
氏
は
指
摘
す
る
）
27

（
注

。上
皇
・

天
皇
の
、
親
密
な
交
流
は
こ
う
し
た
競
狩
を
通
し
て
も
強
め
ら
れ
て
い
っ
た

の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
、
上
皇
の
そ
の
姿
勢
│
│
自
身
が
主
導
し
た
文

化
的
催
事
を
記
録
と
し
て
遺
す
こ
と
と
、
政
治
的
に
も
文
化
的
（
作
歌
・
作

詩
）
に
も
堅
固
な
人
脈
を
つ
く
る
こ
と
│
│
を
記
憶
に
と
ど
め
て
お
き
た
い

の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
宮
滝
遊
覧
の
随
伴
者
は
以
下
の
顔
ぶ
れ
で
あ
る
が
、

貞
數
親
王
（
在
原
行
平
孫
）、
菅
原
道
真
、
源
昇
（
融
男
）、
藤
原
清
経
、

在
原
友
于
（
行
平
男
）、
源
善
、
藤
原
春
仁
、
藤
原
如
道
、
源
敏
相
、

藤
原
季
繩
、
藤
原
善
行
、
源
忠
房
、
橘
公
賴
（
恒
佐
）、
藤
原
朝
見
、

源
浣
、
源
凝
等
、
及
鷹
飼
四
人
而
巳
、（
同
『
扶
桑
略
記
』）

こ
の
中
で
、
特
に
『
伊
勢
物
語
』
と
深
い
関
わ
り
を
持
つ
近
親
者
は
貞
數
親

王
（
在
原
行
平
孫
）、
源
昇
（
融
息
）、
在
原
友
于
（
行
平
息
）、
源
善
）
28

（
注

等
で

あ
る
。

「
菅
家
御
記
」
を
見
る
に
、
昇
と
友
于
は
特
に
馬
が
合
っ
た
よ
う
で
、
二

人
の
挿
話
が
二
度
に
亙
っ
て
描
き
と
ら
れ
て
い
る
。
一
度
は
、
久
米
仙
人
を

慕
っ
て
龍
門
寺
の
庵
を
訪
れ
た
時
の
話
。
源
昇
と
在
原
友
于
は
手
に
手
を

取
っ
て
感
動
、
落
涙
し
た
と
い
う
。
道
真
が
こ
の
時
に
扉
に
遺
し
た
賛
の
真

筆
は
百
二
十
年
余
り
後
、
道
長
が
訪
れ
た
時
に
も
消
え
ず
に
残
っ
て
い
た
と

い
う
）
29

（
注

。
昇
と
友
于
の
感
動
を
好
意
的
に
描
出
し
た
の
も
、
自
ら
の
感
動
を
彼

ら
が
体
現
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、『
袋
草
紙
』

に
遺
さ
れ
た
「
置
白
紙
作
法
」
の
佚
文
か
ら
も
感
じ
取
ら
れ
る
。
素
性
の
出

し
た
沓
冠
折
句
の
歌
題
に
対
し
て
、昇
と
友
于
は
歌
を
作
る
こ
と
が
で
き
ず
、

白
紙
を
置
い
て
退
出
し
た
。
一
方
、
歌
の
道
に
暗
く
か
つ
不
正
ま
で
試
み
る

如
道
は
歌
を
奉
っ
た
が
、
そ
の
行
為
に
慨
嘆
す
る
二
人
に
道
真
は
次
の
よ
う

な
言
葉
を
添
え
て
い
る
。

（
昇
と
友
于
は
）
大
歎
曰
、
臣
等
歌
興
、
非
レ
不
レ
及
二
於
如
道
等
一
歟
。

然
而
臣
等
頗
知
二
和
歌
道
善
悪
一
。
今
夜
謀
窮
、
力
屈
遂
悲
二
其
悪
一
。

如
道
等
不
レ
知
二
其
道
一
、
自
以
為
レ
善
。
悲
哉
、
不
レ
知
レ
道
者
云
云
。
或

両
人
所
レ
定
甚
大
理
也
。
以
レ
道
言
レ
之
、
其
無
名
可
レ
恥
レ
歌
者
耳
云
云
。

有
レ
興
也
。

（
新　

日
本
古
典
文
学
大
系『
袋
草
紙
』岩
波
書
店　

一
九
九
五
。
三
四
五
頁
）

二
人
に
好
意
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
評
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
か
つ
て
蔵

人
所
で
一
緒
に
勤
務
し
た
│
│
蔵
人
頭
：
菅
原
道
真
、
五
位
蔵
人
：
在
原
友

于
・
源
昇
、
は
直
属
の
上
司
と
部
下
の
関
係
に
あ
っ
た
│
│
時
期
も
あ
る
の

で
、
結
び
つ
き
も
深
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
後
年
、
道
真
が
太
宰
の
帥
に
配



『
伊
勢
物
語
』
八
十
七
段
の
原
風
景

一
五

流
さ
れ
た
の
ち
、
友
于
が
権
帥
と
し
て
赴
任
し
て
い
っ
た
の
も
そ
う
し
た
縁

か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

結
　
　
　
　
　
び

宮
滝
遊
覧
・
住
吉
詣
に
は
、
こ
の
よ
う
な
、
血
縁
・
近
親
を
巻
き
込
ん
で

の
人
的
交
流
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
で
は
、
布
引
の
滝
に
つ
い
て
は
ど

う
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。『
古
今
和
歌
集
』
に
は
布
引
の
滝
を
詠
ん
だ
歌

が
三
首
採
録
さ
れ
て
い
る
。
業
平
歌
（
九
二
三
）
と
行
平
歌
（
九
二
二
）、

そ
し
て
長
盛
歌
（
九
二
七
）
で
あ
る
。
業
平
・
行
平
が
訪
れ
た
の
は
遅
く
と

も
業
平
の
卒
去
し
た
元
慶
四
〔
八
八
〇
〕
年
以
前
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
で

は
長
盛
の
歌
、
つ
ま
り
宇
多
帝
の
布
引
遊
覧
は
い
つ
頃
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。朱

雀
院
帝
、
布
引
の
滝
御
覧
ぜ
む
と
て
、
文
月
の
七
日
の
日
、
お
は
し
ま

し
て
あ
り
け
る
時
に
、
侍
ふ
人
々
に
、
歌
よ
ま
せ
給
け
る
に
、
よ
め
る

 
橘　

長
盛

927
主
な
く
て
さ
ら
せ
る
布
を
織
女
に
わ
が
心
と
や
今
日
は
か
さ
ま
し

 

（
新　

日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
今
和
歌
集
』
岩
波
書
店　

一
九
八
九
）

清
輔
の
『
奥
義
抄
』
に
は
「
宮
瀧
遊
覧
度
也
」
と
あ
る
が
、「
菅
家
御
記
」

で
そ
の
日
程
を
た
ど
る
限
り
布
引
の
滝
ま
で
足
を
伸
ば
す
時
間
的
余
裕
は
な

い
。
で
は
、
い
つ
ご
ろ
か
。「
朱
雀
院
の
み
か
ど
」
と
い
う
呼
称
が
、
ひ
と

つ
の
ヒ
ン
ト
に
な
る
。
宇
多
上
皇
が
朱
雀
院
を
仙
洞
御
所
と
し
て
使
用
し
た

の
は
昌
泰
元
〔
八
九
八
〕
年
（『
日
本
紀
略
』
二
月
十
三
日
）
以
降
の
こ
と

で
あ
る
。
太
田
静
六
氏
）
30

（
注

の
考
証
に
よ
れ
ば
、
宇
多
天
皇
は
譲
位
後
の
仙
洞
御

所
を
朱
雀
院
に
す
る
予
定
で
同
院
を
再
建
整
備
し
、
寛
平
九
〔
八
九
七
〕
年

九
月
の
重
陽
宴
（
後
宴
）
は
新
造
な
っ
た
朱
雀
院
で
行
っ
た
と
い
う
。
そ
の

時
の
道
真
の
詩
序
に
は
「
閑
居
屬
二
於
誰
人
一
、
紫
宸
殿
之
本
主
也
。
秋
水

見
二
於
何
處
一
、
朱
雀
院
之
新
家
」（『
菅
家
文
草
）
31

（
注

』）
と
あ
り
、
こ
れ
が
再
建

間
も
な
い
朱
雀
院
で
あ
る
と
い
う
。

「
朱
雀
院
の
帝
」
の
呼
称
が
使
わ
れ
る
の
は
、
厳
密
に
言
え
ば
譲
位
以
前

に
な
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
あ
え
て
「
朱
雀
院
の
」
と
い
う
形
容
を
加
え
る
必

要
は
な
い
。
や
は
り
、「
朱
雀
院
」
が
な
ん
ら
か
の
象
徴
的
な
意
味
を
も
っ

て
人
々
に
認
識
さ
れ
た
時
期
の
呼
称
と
考
え
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
点
か
ら

す
れ
ば
新
造
な
っ
た
後
と
い
う
の
が
妥
当
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

こ
の
呼
称
が
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
の
は
、
理
屈
上
は
寛
平
九
〔
八
九
七
〕

年
の
七
月
七
日
で
あ
る
。
七
月
三
日
に
譲
位
し
て
、
太
上
天
皇
の
尊
号
を
受

け
た
の
が
十
日
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
間
の
呼
び
名
と
し
て
「
朱
雀
院
の
帝
」

は
丁
度
よ
い
。
た
だ
し
、
三
日
に
は
譲
位
、
皇
太
子
の
元
服
・
受
禅
、
為
子

内
親
王
の
入
内
と
行
事
が
重
な
り
、
五
日
は
「
政
始
」、
十
三
日
は
即
位
の

儀
と
続
く
。
そ
の
間
を
ぬ
っ
て
布
引
の
滝
と
い
う
の
は
、
不
可
能
で
は
な
い

に
し
て
も
現
実
的
で
は
な
い
。
ま
し
て
、
わ
ず
か
十
三
歳
の
新
帝
を
残
し
て

行
く
と
な
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
「
帝
」
で
は
な
い
が
―
―
も
っ
と
も
、
三
十
一
歳
の
上
皇
が
幼

帝
を
後
見
す
る
の
で
あ
る
か
ら
実
質
的
に
は
「
帝
」
で
あ
る
が
―
―
朱
雀
院
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を
仙
洞
御
所
と
し
た
昌
泰
元
〔
八
九
八
〕
年
か
ら
延
喜
二
〔
九
〇
二
〕
年
ま

で
が
可
能
性
と
し
て
は
高
い
。
た
だ
し
上
皇
は
、昌
泰
二
〔
八
九
九
〕
年
（
十

月
廿
四
日
）
に
は
落
飾
し
、
翌
年
七
月
に
は
金
峯
山
に
行
幸
、
延
喜
三

〔
九
〇
三
〕
年
に
は
朝
観
行
幸
を
仁
和
寺
で
受
け
、
三
月
に
は
仁
和
寺
・
御

室
に
遷
御
さ
れ
て
い
る
。
以
降
、
氏
に
よ
れ
ば
、
仁
和
寺
を
御
在
所
と
し
な

が
ら
賀
宴
な
ど
の
折
に
は
朱
雀
院
を
使
用
し
て
い
た
が
、
延
喜
十
三

〔
九
一
三
〕
年
頃
か
ら
は
亭
子
院
、
延
喜
十
七
〔
九
一
七
〕
年
以
降
は
河
原

院
の
使
用
が
多
く
な
り
、
亭
子
院
の
造
営
と
入
れ
替
わ
っ
て
の
ち
、
朱
雀
院

は
醍
醐
天
皇
の
後
院
と
し
て
機
能
し
た
と
い
う
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
布
引
の

滝
遊
覧
の
時
期
は
、
可
能
性
と
し
て
は
寛
平
九
年
か
ら
延
喜
二
年
頃
ま
で
、

う
ち
特
に
可
能
性
が
高
い
の
は
昌
泰
元
年
・
二
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

次
に
、
橘
長
盛
と
宇
多
帝
と
の
接
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
長
盛
の

生
没
年
は
こ
れ
ま
で
未
詳
と
さ
れ
て
き
た
が
、
長
盛
の
長
男
・
直
幹
の
「
民

部
大
輔
の
兼
任
を
請
う
奏
状
」
か
ら
、
延
喜
十
六
〔
九
一
六
〕
年
に
没
し
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
詳
細
は
拙
稿
）
32

（
注

を
ご
参
照
願
う
と
し
て
、
長
男
・
直
幹
の

誕
生
が
昌
泰
元
〔
八
九
八
〕
年
で
あ
る
か
ら
、
初
め
て
大
膳
少
進
職
を
得
た

寛
平
九〔
八
九
七
〕年
、長
盛
は
二
十
歳
そ
こ
そ
こ
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る（『
古

今
和
歌
集
目
録
』）。
寛
平
九
年
は
朱
雀
院
で
重
陽
宴
（
後
宴
）
を
行
っ
た
と

き
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
出
仕
と
と
も
に
長
盛
は
宇
多
帝
の
そ
ば
近
く
に
仕

え
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
宇
多
上
皇
と
共
に
布
引
の
滝
を
訪
れ
た
の
も

そ
の
頃
と
思
わ
れ
る
。
残
念
な
が
ら
、
そ
の
事
情
は
『
古
今
和
歌
集
』
に
一

首
を
伝
え
る
の
み
で
、
そ
れ
以
外
の
こ
と
は
杳
と
し
て
つ
か
め
な
い
。

よ
く
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
『
伊
勢
物
語
』
八
十
七
段
に
お
け
る
布
引
の
描

写
は
、
現
地
に
足
を
運
ん
だ
も
の
の
筆
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
。
現
地

に
足
を
運
ん
だ
の
は
、
も
ち
ろ
ん
、
在
原
行
平
・
業
平
兄
弟
で
あ
る
か
ら
、

そ
こ
で
布
引
の
滝
が
描
写
さ
れ
た
可
能
性
は
あ
る
。
し
か
し
、
さ
す
れ
ば
東

下
り
譚
の
よ
う
に
『
古
今
和
歌
集
』
に
も
八
十
七
段
の
姿
が
反
映
さ
れ
て
よ

さ
そ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
時
に
は
ま

だ
同
段
の
材
料
は
で
き
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
で
は
次
の

機
会
は
ど
う
か
。
宇
多
上
皇
に
随
伴
し
た
も
の
の
中
に
滝
を
記
録
し
た
も
の

が
お
り
、
そ
れ
が
や
が
て
八
十
七
段
の
原
材
料
に
な
っ
た
と
い
う
シ
ナ
リ
オ

で
あ
る
。
宮
滝
を
写
し
た
道
真
の
筆
勢
を
思
う
と
き
、
こ
こ
布
引
で
も
、
同

様
に
漢
学
的
素
養
を
持
つ
人
物
が
求
め
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
随
伴

者
と
し
て
唯
一
知
ら
れ
る
橘
長
盛
は
『
伊
勢
物
語
』
十
一
段
に
取
り
込
ま
れ

た
「
忘
る
な
よ
」
歌
の
詠
者
・
忠
幹
の
父
で
あ
る
。
ま
た
、
兄
は
名
文
家
の

誉
れ
高
い
直
幹
で
あ
る
）
33

（
注

。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
時
、
直
幹
は
生
ま
れ
て
間
も
な

い
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
、
後
年
、
父
か
ら
伝
え
ら
れ
た
布
引
の
記
録
に
手
を

入
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
忠
幹
の
歌
が
十
一
段
に
取
り
込
ま

れ
た
の
も
、
彼
ら
の
存
在
を
考
え
れ
ば
理
由
付
け
が
で
き
る
。
忠
幹
の
「
忘

る
な
よ
」
歌
が
詠
ま
れ
た
時
期
は
可
能
性
と
し
て
二
回
│
│
長
盛
長
門
守
補

任
の
延
喜
十
六
〔
九
一
六
〕
年
と
、忠
幹
駿
河
介
補
任
の
天
暦
九
〔
九
五
五
〕

年
、
と
も
に
現
任
│
│
あ
る
が
）
34

（
注

、
そ
の
ど
ち
ら
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
世
代

を
継
い
で
つ
な
が
っ
て
い
く
近
臣
集
団
の
存
在
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、『
伊

勢
物
語
』
を
継
い
で
い
く
土
壌
も
そ
こ
に
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る



『
伊
勢
物
語
』
八
十
七
段
の
原
風
景

一
七

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
詳
細
は
拙
稿
を
参
照
願
い
た
い
）
35

（
注

。

最
後
に
一
言
、
付
け
加
え
た
い
。「
亡
せ
に
し
宮
内
卿
も
ち
よ
し
」
に
つ

い
て
で
あ
る
。
原
國
人
氏
が
「
も
ち
よ
し
＝
藤
原
元
善
説
」
を
提
出
さ
れ
た

の
は
昭
和
四
十
三
年
の
こ
と
で
あ
る
が
）
36

（
注

、
そ
の
頃
は
ま
だ
、
陸
奥
守
の
赴
任

時
期
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
『
多
賀
城
市
史
』
や
『
国

史
補
任
）
37

（
注

』
の
出
版
等
も
あ
っ
て
、
現
在
で
は
ほ
ぼ
確
定
さ
れ
て
い
る
。
初
度

は
延
喜
六
〔
九
〇
六
〕
年
（「
大
間
成
文
抄
」
第
四
、
見
任
）、
再
任
は
延
長

七
〔
九
二
九
〕
年
（『
北
山
抄
』「
十　

吏
途
指
南
勘
出
事
、陸
奥
守
随
身
例
」

延
長
七
年
八
月
一
六
日
、
見
任
）
で
あ
る
。
既
に
拙
稿
で
論
じ
た
と
こ
ろ
）
38

（
注

で

は
あ
る
が
、
武
隈
の
松
が
詠
ま
れ
た
延
長
七
年
以
降
の
、「
武
隈
の
松
」
歌
の

修
辞
法
は
百
年
近
い
歳
月
を
費
や
し
て
少
し
ず
つ
そ
の
姿
を
変
え
て
い
っ
た
。

常
緑
の
永
続
性
を
誇
る
は
ず
の
松
が
枯
れ
、
二
木
の
松
の
一
本
を
失
う
。

そ
れ
を
元
善
が
植
え
継
ぎ
、
二
十
余
年
を
隔
て
て
松
と
再
会
す
る
（『
後
撰

和
歌
集
』
一
二
四
一
）、
そ
の
歌
を
機
縁
と
し
て
歌
枕
・
武
隈
の
松
は
成
長

し
て
い
く
。
や
が
て
植
え
継
ぎ
の
松
が
定
着
す
る
と
、
次
に
、
老
木
に
小
松

を
植
え
継
ぐ
親
子
松
の
情
景
が
生
ま
れ
（『
宇
津
保
物
語
』
初
秋
）、
そ
の
形

状
が
気
に
な
り
だ
し
た
と
こ
ろ
に
、「
二
木
の
松
を
見
き
（
三
木
）」
と
詠
む

諧
謔
が
う
ま
れ
（『
後
拾
遺
和
歌
集
』
一
〇
四
一
）、
一
方
で
、
再
生
さ
れ
た

双
樹
は
再
び
一
本
枯
れ
に
遭
っ
て
、
残
さ
れ
た
も
の
の
孤
独
と
悲
し
み
と
歌

う
（『
重
之
集
』
一
九
九
）
と
い
う
作
歌
伝
統
が
定
着
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

百
年
近
い
歳
月
を
か
け
て
積
み
重
ね
ら
れ
る
武
隈
歌
の
伝
統
を
思
う
と
き

「
亡
せ
に
し
宮
内
卿
も
ち
よ
し
」
を
登
場
さ
せ
る
意
図
も
故
な
き
に
あ
ら
ず

と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
業
平
と
元
善
に
お
け
る
生
存
期
の
齟
齬
を
芹
川
行
幸

（
一
一
四
段
）
や
三
条
の
大
御
幸
（
七
十
八
段
）
に
お
け
る
時
間
的
錯
誤
と

同
列
に
扱
っ
て
よ
い
の
か
、
そ
の
こ
と
の
是
非
に
つ
い
て
は
後
考
に
俟
つ
こ

と
と
し
た
い
。

【
補
　
注
】

A
地
点　

二
条
院
の
準
拠
に
つ
い
て
は
陽
成
院
（
号
二
条
院
）
と
二
条
殿

（
道
長
邸
小
二
条
殿
）
の
両
説
あ
る
が
、
両
者
の
距
離
は
僅
か
三
〇
〇
m
程

度
な
の
で
、
こ
こ
で
は
陽
成
院
を
定
点
ポ
イ
ン
ト
に
仮
定
す
る
）
39

（
注

。
な
お
、
準

拠
の
詳
細
は
森
本
氏
の
論
考
を
参
考
に
し
た
）
40

（
注

。

B
地
点　

舟
の
乗
り
場
で
あ
る
B
地
点
に
つ
い
て
は
、
都
に
近
い
と
こ
ろ

か
ら
、
B1

楓
渡
、
B2

佐
比
渡
、
B3

賀
茂
の
河
尻
、
B4

橋
本
の
津
な
ど
が
あ
げ

ら
れ
る
。
論
拠
と
な
る
資
料
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

（1）　

 

B1 

B2

十
二
月
癸
酉
。
勅
。
山
城
國
葛
野
川
、
近
在
二
都
下
一
。
毎
レ
有

二
洪
水
一
、
不
レ
得
二
徒
渉
一
、
大
寒
之
節
、
人
馬
共
凍
。
来
往
之
徒
、

公
私
同
レ
苦
。
宜
下
楓
佐
比
二
渡
、各
置
二
度
子
一
、以
省
中
民
苦
上
。（
新

訂
増
補
国
史
大
系
『
日
本
後
紀
』「
延
暦
十
八
〔
七
九
九
〕
年
十
二

月
四
日
」
一
九
八
〇
）

（2）　
 

B3

か
く
て
長
元
四
年
九
月
二
十
五
日
、
女
院
、
住
吉
、
石
清
水
に
詣

で
さ
せ
た
ま
ふ
。（
中
略
）賀
茂
の
河
尻
と
い
ふ
所
に
て
御
船
に
奉
る
。

　
　

  （
山
中
裕
・
福
長
進
他
校
注
『
栄
花
物
語
』
巻
三
一
。
小
学
館



東
北
福
祉
大
学
研
究
紀
要
　
第
四
十
七
巻

一
八

一
九
九
八
）

（3）　
 

B4

（
延
久
五
年
二
月
）
二
十
一
日
、（
中
略
）
橋
本
の
津
と
い
ふ
所

に
下
ら
せ
た
ま
ひ
て
御
覧
ず
れ
ば
、
国
々
の
船
ど
も
も
、
御
船
ど
も

も
、
目
も
は
る
か
に
寄
せ
わ
た
し
た
り
。
み
な
御
船
ど
も
に
奉
り
ぬ
。

（
同
右
）

楓
渡
B1

と
佐
比
渡
B2

は
古
く
か
ら
渡
河
に
つ
か
わ
れ
た
要
衝
で
あ
る
。

『
大
日
本
地
名
辞
書
）
43

（
注

』
に
よ
れ
ば
、
楓
渡
B1

は
京
都
七
条
の
末
に
あ
た
り
、

京
極
村
川
勝
寺
か
ら
桂
村
付
近
と
い
う
。
右
（1）
が
も
っ
と
も
古
い
資
料
で
あ

る
が
、
延
長
六
〔
九
二
八
〕
年
、
醍
醐
天
皇
の
猟
遊
で
は
、
五
条
大
路
を
西

折
し
て
桂
川
に
至
り
、「
浮
橋
」
を
利
用
し
て
渡
河
し
て
い
る
（『
吏
部
王
記
』

延
長
六
年
一
二
月
五
日
）。
ま
た
、
昌
泰
元
〔
八
九
八
〕
年
十
月
、
宇
多
上

皇
の
遊
猟
・
宮
滝
遊
覧
で
も
楓
渡
を
使
っ
た
よ
う
で
、「
競
狩
記
」
や
「
片

野
御
幸
記
略
」「
宮
瀧
御
幸
記
略
」（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
菅
家
文
草
』

六
二
六
〜
六
三
二
頁
）
を
見
る
と
、
朱
雀
院
を
出
て
一
時
間
か
ら
一
時
間
半

ほ
ど
で
川
嶋
之
原
に
到
着
し
、
狩
猟
の
後
に
渡
河
し
て
い
る
。
百
人
近
い
大

行
列
）
41

（
注

が
徒
歩
で
行
く
こ
と
の
で
き
る
距
離
で
あ
る
こ
と
、
及
び
、
当
時
桂
川

が
桂
離
宮
の
西
側
を
流
れ
て
い
た
こ
と
（
角
田
文
衛
総
監
修
『
平
安
京
提
要
』

角
川
書
店
刊
一
九
九
四
。
四
〇
五
頁
）、
及
び
復
路
で
は
住
吉
社
か
ら
舟
で

淀
川
・
桂
川
を
遡
り
、
楓
渡
で
停
留
の
後
に
朱
雀
院
へ
還
御
し
て
い
る
こ
と

（
第
二
節
）、
等
を
勘
案
す
る
と
、
楓
渡
を
桂
離
宮
付
近
に
比
定
す
る
の
が
妥

当
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
佐
比
渡
B2

に
つ
い
て
、『
大
日
本
地
名
辞
書
』
は
「
佐
比
河
原
」

に
「
今
上
島
羽
村
大
字
塔
森
の
南
」
と
記
し
、「
佐
比
橋
址
」
に
は
「
朱
雀

大
路
の
末
鳥
羽
大
路
よ
り
斜
に
乙
訓
郡
久
我
畷
な
る
西
国
道
に
通
ず
、
其
中

間
の
桂
河
に
佐
比
橋
あ
り
」
と
記
し
て
い
る
。
桂
川
と
賀
茂
川
の
合
流
す
る

付
近
で
、
現
・
上
鳥
羽
塔
の
森
付
近
と
思
わ
れ
、
現
・
久
我
橋
付
近
を
仮
定

し
て
お
く
。
ま
た
、
B3

は
女
院
彰
子
が
住
吉
・
石
清
水
に
詣
で
た
と
き
の
記

録
で
、「
賀
茂
の
河
尻
」
と
あ
る
の
で
、賀
茂
川
と
桂
川
が
合
流
す
る
と
こ
ろ
、

お
そ
ら
く
は
B2

の
佐
比
渡
と
同
じ
あ
た
り
か
、
や
や
下
流
付
近
と
思
わ
れ
、

現
・
羽
束
師
橋
付
近
を
仮
定
し
て
お
く
。そ
し
て
、B4

は
後
三
条
院
の
石
清
水
・

住
吉
行
幸
に
お
け
る
乗
船
地
で
、
橋
本
の
津
と
呼
ば
れ
た
と
こ
ろ
、
木
津
川
、

宇
治
川
、
桂
川
が
合
流
す
る
付
近
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
こ
は
、
現
・
離
宮
八

幡
付
近
を
仮
定
し
て
お
く
。

註（
1
） 

竹
岡
正
夫
（『
伊
勢
物
語
全
評
釈
』
右
文
書
院　

一
九
八
七
。
一
二
六
九
頁
）

（
2
） 

片
桐
洋
一
（『
伊
勢
物
語
全
読
解
』
和
泉
書
院　

二
〇
一
三
。
六
九
一
〜
三
頁
）

（
3
） 

渡
辺
実
（
新
潮
日
本
古
典
文
学
集
成
『
伊
勢
物
語
』
一
九
七
六
。
二
一
五
頁
）

渡
辺
氏
の
「
源
融
パ
ト
ロ
ン
説
」
に
つ
い
て
の
私
見
は
拙
稿
（
注
35
）
参
照
。

（
4
） 

注
2
に
同
じ
。

（
5
） 

同
じ
見
解
と
し
て
、
田
中
ま
き
「
在
原
行
平
の
史
実
と
伊
勢
物
語
」（
山
本
登
朗

編
『
伊
勢
物
語　

虚
構
の
成
立
』
所
収
、竹
林
社
刊　

二
〇
〇
八
）、泉
紀
子
「
業

平
観
曝
―
―『
伊
勢
物
語
』
布
引
の
段
に
お
け
る
〈
虚
構
〉
の
方
法
」（『
羽
衣
国

文
』
十
一
号
一
九
九
八
・
〇
三
）
が
あ
る
。
な
お
、
片
桐
氏
の
絵
と
歌
物
語
に
関

す
る
論
に
は
他
に
、
片
桐
洋
一
「
伊
勢
物
語
の
方
法
」（『
一
冊
の
講
座
』
所
収
、

有
精
堂　

一
九
八
三
）、
片
桐
洋
一
『
伊
勢
物
語
の
研
究　

研
究
篇
』
第
六
篇
第



『
伊
勢
物
語
』
八
十
七
段
の
原
風
景

一
九

一
章
（
明
治
書
院　

一
九
六
八
）
な
ど
が
あ
る
。

（
6
） 

虎
尾
達
哉
「
弘
仁
六
年
給
季
禄
儀
に
お
け
る
式
兵
両
省
相
論
を
め
ぐ
っ
て
」（
小
口

雅
史
編
『
律
令
制
と
古
代
国
家
』
同
成
社　

二
〇
一
八
。
二
七
五
頁
）、
虎
尾
達
哉

「
律
令
官
人
の
朝
儀
不
参
を
め
ぐ
っ
て
」（『
日
本
歴
史
』
八
一
五
、 

二
〇
一
六
）。

高
橋
和
夫
「
源
氏
物
語
―
―
須
磨
の
巻
に
つ
い
て
」（『
群
馬
大
学
教
育
学
部
紀
要

人
文
社
会
科
学
編
』
三
二
巻
一
九
八
二
）

（
7
） 

「
和
船
船
大
工
弟
子
入
り
日
記
」（「h

ttps://w
ave.ap.teacu

p.com
/

w
asen

n
fu

n
adaiku

/190.htm
l

」
二
〇
二
二
・
〇
二
。
後
日
（
二
〇
二
二
・

一
〇
）
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
本
記
事
は
二
〇
二
二
年
八
月
一
日
を
も
っ
て
終
了

し
た
と
あ
る
。）

（
8
） 

「
三
月
廿
六
日
、
左
大
臣
源
朝
臣
高
明
坐
事
遷
太
宰
権
帥
」（
新
訂
増
補
国
史
大

系
『
扶
桑
略
記
』
吉
川
弘
文
館
一
九
六
五
）。
他
に
『
百
錬
抄
』『
公
卿
補
任
』『
歴

代
編
年
集
成
』
等
同
じ
。

（
9
） 

国
立
天
文
台
／
暦
計
算
室
／
長
期
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
／
こ
よ
み
の
計
算
長
期
版
／

に
よ
る
。
観
察
地
点
は
京
都
市
役
所
に
設
定
。

 

（https://eco.m
tk.nao.ac.jp/cgi -bin/koyom

i/koyom
iy.cgi

）

（
10
） 

紫
式
部
が
安
和
二
年
に
お
け
る
天
象
の
記
録
を
も
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
わ
か

ら
な
い
。
同
時
期
の
月
の
出
を
見
な
が
ら
執
筆
し
た
可
能
性
も
考
慮
し
て
、
安

和
二
〔
九
六
九
〕
年
か
ら
長
和
五
〔
一
〇
一
六
〕
年
ま
で
の
同
日
の
月
の
出
を

調
べ
て
み
る
と
、最
早
が
寛
弘
五
年
の
二
時
三
分
、最
遅
が
長
保
三
〔
一
〇
〇
一
〕

年
の
三
時
一
分
で
あ
っ
た
。

（
11
） 

亀
田
隆
之
「
延
暦
の
治
水
工
事
に
関
す
る
二
、三
の
考
察
」（
関
西
学
院
大
学
『
人

文
論
究
』
四
四
巻
一
号
、
一
九
九
四
・
〇
五
）

（
12
） 

W
e
b
版
「
図
説
尼
崎
の
歴
史
」
二
〇
二
二
・
〇
五
現
在
（http://w

w
w.archives. 

city.am
agasaki.hyogo.jp/chronicles/visual/02chuusei/chuusei1

-1.htm
l

）

（
13
） 

「
神
崎
川
」「
大
河
尻
」「
大
物
」（
吉
田
東
伍
『
大
日
本
地
名
辞
書
』（
冨
山
房
刊

一
九
〇
七
）

（
14
） 

弓
場
茂
和
・
岩
本
演
崇
「
淀
川
河
川
事
務
所
に
お
け
る
高
度
流
量
観
測
の
取
り

組
み
・
課
題
に
つ
い
て
」『
平
成
二
十
八
年
度
近
畿
地
方
整
備
局
研
究
発
表
会 

論
文
集
』
調
査
・
計
画
・
設
計
部
門
、
二
〇
二
二
・
〇
六
・
一
三
）

（
15
） 

注
7
に
同
じ
。

（
16
） 

国
土
交
通
省
「
大
阪
湾
環
境
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
／
デ
ー
タ
で
見
る
大
阪
湾
／
大
阪

湾
の
環
境
／
2
．
大
阪
湾
の
海
域
環
境
／
潮
流
／
次
へ
／
大
阪
湾
の
潮
流
」

二
〇
一
五
・
〇
六
・
一
八
記
）
二
〇
二
二
・
〇
六
現
在

（
17
） 

海
上
保
安
庁
「
日
本
海
西
部
の
海
の
情
報　

第
8
管
区
海
上
保
安
本
部　

海
洋

情
報
部
／
海
象
情
報
／
潮
汐
推
算
」

 

（http://kouw
an.pa.kkr.m

lit.go.jp/kankyo
-db/data/kankyou/kaiiki/chouryu/

b1_10chouryuu.aspx#
:~

:text=
%

E
2%

88%
A

5

）2022.06

現
在

（
18
） 

内
田
美
由
紀
（『
伊
勢
物
語
考
―
―
成
立
と
歴
史
的
背
景
』
新
典
社 

二
〇
一
四
。

一
九
六
頁
）
氏
に
よ
れ
ば
江
口
・
神
崎
が
見
ら
れ
る
の
は
十
一
世
紀
以
降
で
あ

る
と
い
う
。
そ
の
場
合
、
淀
川
本
流
・
一
津
屋
樋
門
か
ら
渡
辺
橋
を
下
る
と
し

て
〔12.34 km

〕、
渡
辺
橋
か
ら
須
磨
（
阿
保
親
王
塚
古
墳
）
ま
で
の
海
路
が
直

線
で
〔17.3 km

〕
と
な
り
、
所
要
時
間
は
約
八
時
間
半
で
、
神
崎
川
経
由
と
同

様
申
の
刻
に
は
到
着
す
る
。
業
平
の
時
代
、
大
阪
湾
の
入
海
が
ど
れ
く
ら
い
深

く
入
り
込
ん
で
い
た
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
。
た
だ
、「
国
宝　

大
阪
全
図
（
文

久
三
〔
一
八
六
三
〕
年
刊
行
「
改
正
増
補
国
宝
大
阪
全
図
」
懐
徳
堂
）」
に
は
玉

江
橋
の
北
西
方
向
に
「
古　

田
簑
島
」
が
見
え
、『（
大
阪
市
）
東
区
史
』
第
一

巻
（
大
阪
市
東
区
刊
。
一
六
頁
）
に
も
海
上
に
同
島
が
あ
る
な
ど
、
古
今
集
歌

（
九
一
三
・
九
一
八
）
に
一
致
す
る
入
り
海
の
様
相
を
示
す
が
、
こ
こ
で
は
渡
辺

橋
付
近
の
乗
舟
を
仮
定
し
て
計
算
し
た
。

（
19
） 

綾　

史
郎
「
河
川
環
境
の
現
況
と
課
題
ー
淀
川
の
水
辺
か
ら
ー
」（『
な
が
れ
』

三
一 

二
〇
一
二
）、
小
林
彩
美
他
「
電
磁
流
速
計
を
用
い
た
桂
川
の
流
速
調
査
」

（『
京
都
教
育
大
学
環
境
教
育
研
究
年
報
』
第
二
一
号
二
〇
一
三
）

（
20
） 

注
1
に
同
じ
。

（
21
） 

宮
内
庁
書
陵
部
編
『
図
書
寮
叢
刊　

平
安
鎌
倉
未
完
詩
集
』
明
治
書
院

一
九
七
二
、
宮
内
庁
書
陵
部
編
『
紀
家
集
』（
吉
川
弘
文
館　

一
九
七
八
）、『
大

日
本
史
料
』
第
一
篇
二
、
昌
泰
元
年
十
月
廿
日
条
、『
花
鳥
余
生
』「
御
幸
」、『
河

海
抄
』「
御
幸
」
な
ど
に
も
断
片
的
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。



東
北
福
祉
大
学
研
究
紀
要
　
第
四
十
七
巻

二
〇

（
22
） 

『
扶
桑
略
記
』
閏
十
一
月
一
日
、頭
注
に
よ
る
。
な
お
、日
付
は
『
日
本
紀
略
』『
帝

王
編
年
記
』『
大
日
本
史
料
』
の
閏
十
月
一
日
が
正
し
い
。

（
23
） 
「
置
白
紙
作
法
」（
新　

日
本
古
典
文
学
大
系
『
袋
草
紙
』
岩
波
書
店　

一
九
九
五
）
他
に
素
性
を
上
皇
が
召
喚
し
た
話
〔
一
三
七
頁
〕
が
あ
る
）

（
24
） 

川
尻
秋
生
「『
紀
家
集
』
と
国
史
編
纂
―
―「
競
狩
記
」
を
中
心
と
し
て
」（『
史
観
』

一
五
〇
号
二
〇
〇
四
・
〇
三
）

（
25
） 

森
田
喜
久
男
「
日
本
古
代
の
王
権
と
鷹
狩
」（『
日
本
歴
史
』
四
八
五
号

一
九
八
八
）笹
山
晴
生「
政
治
史
上
の
宇
多
天
皇
」（『
平
安
初
期
の
王
権
と
文
化
』

所
収
、
吉
川
弘
文
館　

二
〇
一
六
）
な
ど
。

（
26
） 

川
尻
秋
生
「
行
幸
と
近
臣
」（『
全
集
日
本
の
歴
史
4　

揺
れ
動
く
貴
族
社
会
』

小
学
館　

二
〇
〇
八
）

（
27
） 

注
24
に
同
じ
。

（
28
） 

原
國
人
「
七
条
后
の
文
芸
サ
ロ
ン
を
め
ぐ
っ
て
」「
藤
原
の
朝
臣
常
行
を
め
ぐ
っ

て
」（『
伊
勢
物
語　

成
立
と
そ
の
世
界
』
笠
間
書
院　

一
九
七
四
）
に
詳
し
い
。

（
29
） 

日
本
古
典
文
学
全
集
『
今
昔
物
語
』
巻
一
一
第
二
四
話
、
小
学
館　

一
九
七
一
）。『
扶
桑
略
記
』
治
安
三　

一
〇
二
三
年
十
月
十
九
日
。
吉
川
弘
文

館　

一
九
六
五
）

（
30
） 

太
田
静
六
「
朱
雀
院
の
考
察
」（『
寝
殿
造
り
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館

一
九
八
七
〇
）

（
31
） 

日
本
古
典
文
学
大
系
『
菅
家
文
草　

菅
家
後
集
』
巻
六
（
岩
波
書
店
一
九
六
六
。

四
五
二
頁
）

（
32
） 

拙
稿
「
伊
勢
物
語
十
一
段
の
成
立
と
拾
遺
集
橘
忠
幹
歌
―
―
昌
泰
元
年
、
橘
直

幹
誕
生
を
基
点
と
し
て
―
―
」（『
東
北
福
祉
大
学
研
究
紀
要
』
四
四
巻
、

二
〇
二
〇
・
〇
三
）

（
33
） 

『
十
訓
抄
』（
下
、
十
ノ
二
九
）、『
古
今
著
聞
集
』（
巻
四
、一
四
一
「
村
上
天
皇

直
幹
が
申
文
を
惜
し
み
給
ふ
事
」）、『
直
幹
申
文
絵
詞
』）
な
ど
。

（
34
） 

注
32
に
同
じ
。

（
35
） 

拙
稿
「
伊
勢
物
語
と
河
原
院
文
化
圏
」（
山
本
登
朗
編
『
伊
勢
物
語
虚
構
の
成
立

〔
伊
勢
物
語
成
立
と
享
受
〕』
所
収
。
竹
林
社
二
〇
〇
八
）

（
36
） 

原
國
人
「
伊
勢
物
語
成
立
史
断
片
―
―
八
七
段
の
場
合
―
―
」（『
文
学
語
学
』

49
号
、
一
九
六
八
・
〇
九
。
後
に
『
伊
勢
物
語　

成
立
と
そ
の
世
界
』
笠
間
書
院

所
収
一
九
七
四
）

（
37
） 

大
塚
徳
郎
『
み
ち
の
く
の
古
代
史
―
―
都
人
と
現
地
人
―
―
』（
刀
水
書
房

一
九
八
四
）。
金
沢
規
雄
「
み
ち
の
く
を
訪
れ
た
文
人
た
ち
」（『
多
賀
城
市
史
3

民
俗
・
文
学
』
第
五
章
）。『
国
史
補
任
』
3
巻
（
続
群
書
類
従
完
成
会

一
九
九
〇
）

（
38
） 

拙
稿
「
平
安
貴
族
と
み
ち
の
く
」（
岩
沼
市
史
編
纂
委
員
会
『
岩
沼
市
史　

1　

通
史
編
』「
第
八
章
第
三
節
」
二
〇
一
八
）、
拙
稿
「
第
三
章　

文
学
」（
岩
沼
市

史
編
纂
委
員
会
『
岩
沼
市
史　

5　

資
料
編
Ⅱ
古
代
・
中
世
』
二
〇
一
五
）

（
39
） 

陽
成
院
と
二
条
殿
に
つ
い
て
は
、『
拾
芥
抄
』
と
角
田
文
衛
総
監
修
『
平
安
京
提

要
』（
角
川
書
店
一
九
九
四
〔
一
八
〇
・
二
一
二
・
二
一
六
頁
〕
及
び
付
図
「
平

安
京
条
坊
復
元
図
」）
を
参
照
し
た
。
陽
成
院
は
「
左
京
二
条
二
坊
十
三
町
、

十
四
町
」、
現
・
二
条
城
東
、
現
・
二
条
通
北
と
現
・
油
小
路
東
。
二
條
殿
は
「
左

京
二
条
三
坊
十
三
町
」
で
、
陽
成
院
と
同
じ
二
条
大
路
沿
い
で
、
院
か
ら
は
四

町
東
に
位
置
し
て
い
る
。

（
40
） 

森
本
茂
「
源
氏
物
語
の
「
二
条
院
」
の
位
置
」（『
奈
良
大
学
紀
要
』
第
15
号

一
九
八
六
）

（
41
） 

吉
田
東
伍
『
大
日
本
地
名
辞
書
』（
冨
山
房
刊　

一
九
〇
七
）

（
42
） 

こ
の
日
の
随
行
者
は
氏
名
の
明
ら
か
な
者
だ
け
で
六
七
名
余
り
、
そ
こ
に
雑
色

そ
の
他
を
加
え
れ
ば
百
名
を
越
す
大
行
列
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る（「
競
狩
記
」）。


